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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、ラオス人民民主共和国政府との討議議事録（R/D）に基づき、

技術協力プロジェクト「保健セクター事業調整能力強化フェーズ 2」を 2010 年 12 月から 5 年間

の計画で実施しております。 
ラオス人民民主共和国保健省ではこれまで多くの国際支援を受け、様々な事業を実施してきま

したが、それぞれの事業の調整・連携が不十分で、対象とする課題や地域の重複や偏よりが起こ

り、効率的・効果的な保健状況の改善に結びついていませんでした。本事業（フェーズ 2）では、

フェーズ 1 で整備された事業調整メカニズムを通して、保健省関係者と開発パートナーが協働で

政策及び実務の計画・戦略を具体化していくための体制を強化すると共に、事業手続きの調和

化・標準化を図りながら、保健省自身の事業調整能力の向上を支援しております。これにより、

ラオス人民民主共和国保健セクターで実施される様々な事業の効果に、大きなインパクトをもた

らすことが期待されます。 
今般、協力期間の折り返し地点を迎えたため、本事業の目標達成度や成果等を分析するととも

に、残りの協力期間の課題及び今後の方向性について確認し、ラオス人民民主共和国保健省と合

意することを目的に、中間レビュー調査を実施しました。 
最後に、本調査の実施にあたりご協力をいただいた内外関係者の方々に深い感謝の意を表する

とともに、引き続き一層のご支援をお願いする次第です。 
 

平成 26 年 6 月 
 

独立行政法人国際協力機構 
ラオス事務所所長 武井 耕一 
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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ラオス人民民主共和国 案件名：保健セクター事業調整能力強化フェーズ 2

分野：保健・医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：ラオス事務所 協力金額（評価時点）：1.30 億円 

 
 
協力期間 

R/D 締結 ：2010 年 10 月 1 日 先方関係機関：保健省 

開始日 ：2010 年 12 月 16 日 日本側協力機関：国立国際医療研究センター 

終了（予定）：2015 年 12 月 15
日 

他の関連協力：母子保健統合サービス強化プロジェ

クト、母子保健人材開発プロジェクト 

１－１ 協力の背景と概要 
ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）保健省はこれまで多くの開発パートナーか

らの支援を受け、様々なプログラムやプロジェクトを実施してきたが、単一の長期的計画の不

在や計画・戦略等の共有不足により、保健省内及び開発パートナー間での連携・調整が不十分

なまま各事業が個別に行われていた。その結果、対象課題や対象地域の限定・偏在・重複が生

じ、せっかくの援助介入、投入が効率的・効果的に保健状況の改善に結びついていなかった。

援助効果の最大化・効率化は保健省と開発パートナー双方にとって喫緊の課題であった。 
国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は、2006 年 8 月より 4 年間の技

術協力プロジェクト「保健セクター事業調整能力強化」（以下、「フェーズ 1」と記す）を開始し

た。本事業を通じて、保健省の中にセクター作業部会（Sector Working Group：SWG）、技術作業

部会（Technical Working Group：TWG）（計画・財政 TWG、保健人材 TWG、母子保健 TWG、事

務局等）が設置され、政策から実施・技術レベルまで、保健省関係者及び開発パートナーが定

期的に一堂に会して課題を認識し、情報共有しながら、政策及び実務の計画・戦略を具体化す

る事業調整メカニズムが整備された。このメカニズムを通じて、保健省はオーナーシップを醸

成しリーダーシップを発揮しながら、開発パートナーと協調して保健セクターの課題に取り組

み、自らの事業調整能力を強化してきた。また、保健省は第 6 次 5 カ年保健セクター開発計画

を開発パートナーと共有し、この計画を全保健セクターの単一政策枠組みとして採用すること

が関係機関を含めて合意されたことにより、開発パートナーはそれぞれの援助政策や事業計画

をこの計画に沿って調整するようになった。こうした取り組みによって、保健省内で各事業間

の調整だけでなく、保健省主導の下、手続きの標準化とそこへの開発パートナーの調和の重要

性が広く認知され、そのために部署間の連携強化が優先課題として認識されるようになった。

しかしながら、フェーズ 1 の終了時において、メカニズムを推進・展開していくための保健

省内の連携体制及びマネジメント能力はまだ初期段階にあり、今後保健セクターの開発目標達

成に向け、保健セクター全体の事業調整を図っていくためには、開発パートナーを含む保健セ

クターにおける関係者間の調整能力の一層の向上が必要であった。また、計画・実施・モニタ

リングと一貫した調整能力向上のためには、事業調整メカニズムのより戦略的かつ効果的な制

度化が必要である。 
以上の背景のもと、フェーズ 1 の後継案件として、ラオス政府から「保健セクター事業調整

能力強化フェーズ 2」（以下、「本事業」と記す）が要請されたことを踏まえ、JICA は 2010 年 12
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月から 2015 年 12 月までの 5 年間の予定で本事業を実施している。 
 
１－２ 協力内容 
（1）上位目標 

ラオス保健セクターにおいて、保健省による戦略的計画立案、効率的な事業調整、効果

的な内外の資金分配が持続的になされ、ミレニアム開発目標達成を確実にするキャパシテ

ィを確保する。 
（2）プロジェクト目標 

第 7 次保健 5 カ年計画とそのもとでのサブセクタープログラム戦略計画が、事業実施手

続きの調和に基づき、計画的かつ効果的に実施される。 
（3）成果 

成果１：政策レベル、実務レベルのセクター作業部会と事務局/コーディネーション・ユニ

ットの会議が適切かつ効果的に行われ、第 7 次保健 5 カ年計画及びサブセクター

プログラムの実施モニタリングを通じて明らかになった問題が解決されるように

なる。 
成果２：母子保健/予防接種技術作業部会が適切かつ効果的に運営され、熟練助産師養成計

画を含む母子保健統合サービス戦略計画の実施モニタリングを通じて明らかにな

った問題が解決されるようになる。 
成果３：保健人材技術作業部会が適切かつ効果的に運営され、2020 年までの保健人材育成

戦略の実施モニタリングを通じて明らかになった問題が解決されるようになる。

成果４：計画財務技術作業部会が適切かつ効果的に運営され、内外の資金が効率的かつ効

果的に事業実施につながることにより保健財政戦略が実施されるよう年間計画策

定並びに財政管理能力が強化される。 
（4）投入（評価時点） 

日本側： 
長期専門家派遣 5 名 機材供与 1 万 4,307 USD 
短期専門家派遣 8 名 ローカルコスト負担 23 万 9,278 USD 
研修員受入 7 名 その他 

相手国側： 
カウンターパート配置 32 名 必要な資機材と会議室、専門家執務室の提供等 

２．評価調査団の概要 

調査者 団長/総括 神谷まち子 JICA ラオス事務所 次長 
保健システム 三好知明 国立国際医療研究センター 
（技術参与） 国際医療協力局 派遣協力第二課 課長 
協力企画 角田和之 JICA ラオス事務所 所員 
評価分析 小川陽子 グローバルリンクマネージメント株式会社 

調査期間 2013 年 8 月 19 日〜2013 年 9 月 6 日 評価種類：中間レビュー 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
（1）成果の達成状況 

【アウトプット１】 
現時点において、アウトプット 1 の達成度合いは限定的である。 
このアウトプットでは、「政策レベル、実務レベルの SWG と事務局/コーディネーション・

ユニット（調整ユニット）」において「第 7 次保健 5 カ年計画及びサブセクター・プログラ

ムの実施モニタリングを通じて明らかになった問題が解決されるようになる」ことをめざ

しているが、現時点ではどちらの SWG も 1 年に 1 回程度の頻度でしか実施されておらず、

問題解決の場にはなり得ていない。現場関係者間では、そもそも目標設定自体が現実的で

はなかったとの反省もある。 
事務局/コーディネーション・ユニットの会議は計 5 回開催され、SWG の開催準備だけで

はなく、既存の TWG の TOR 改訂、 新規 TWG 立ち上げ支援など、メカニズム自体を維持

する諸処の業務をこなしており、事務局/コーディネーション・ユニットに業務が集中して

いる。他方で、事務局/コーディネーション・ユニットは他業務の兼任で多忙を極め、業務

の効果的実施が困難になっており、事務局/コーディネーション・ユニットの業務見直しが

急務となっている。 
なお、県・郡レベルにおける調整メカニズム導入の指導については、指導された 7 県は

計画・国際協力局による支援が十分であったと回答している。 
 

【アウトプット２】 
アウトプット 2 について、現時点で達成見込みを判断するのは時期尚早である。母子新

生児保健技術作業部会（Meternal,Neonatal,Child Health TWG：MNCH-TWG）は、事業調整

に関して１番長い歴史を持ち、共同計画・共同モニタリングも機能して久しく、全国各地

における実施上の問題やグッドプラクティス等の経験が保健省と開発パートナーの間で共

有され、支援対象地域・課題の重複・偏重を回避する場として機能している。一方、定量

的指標の分析やプロセス指標のモニタリングは弱く、それにも関連して、問題把握・分析・

解決の能力について改善が必要であるとの見方が一般的である。 
この部分に関しては今後の能力強化で対応可能と考えられるが、2013 年初めに母子保健

無料化プログラムの実施ガイドラインが 3 つ作成されるという、調整の難しさを改めて示

唆する事例があった。また、ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）
の期限が迫っていることで、政府側の達成への動きに拍車がかかっており、首相のイニシ

アティブで保健セクター改革（Health Sector Reform：HSR）が始動していること、また、当

初この TWG では栄養に関するイシューもカバーすることが計画されていたが、栄養分野で

マルチセクターの委員会が結成され、MNCH-TWG とは別に会合を持つようになったことも

あり、広範囲のサブセクターの調整を実施するのがさらに難しくなってきている。 
 

【アウトプット３】 
アウトプット３は、目標達成に向かって順調に進捗している。保健人材技術作業部会
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（HRH-TWG）は、保健人材開発戦略をもとに共同で作成した年間実施計画や熟練助産師養

成計画を定期的にモニタリングしており、浮上した問題の解決策に関する意見交換も実施

している。人材開発・配置・定着の現状に関する情報収集への努力も継続して行っている。

しかしながら、これら問題を深く掘り下げて議論し解決策を導くまでに至っていない。 
 

【アウトプット４】 
アウトプット４は、計画・財務技術作業部会（Health Planning and Financing TWG：

HP&F-TWG）に対し①「保健財政戦略の実施を通じた年間計画作成」、及び②「内外の資金

の効率的・効果的な事業実施への活用」の 2 点における能力の強化をめざしている。前者

に関しては、目標達成に向かって進捗しているが、後者に関しては達成の度合いは限定的

である。 
年間計画作成については、保健財政戦略（案）に沿った TWG の年間計画が共同で作成さ

れ、その実施がモニタリングされるだけでなく、実施上の課題の解決策に関して活発に経

験の共有がなされている。また、計画・国際協力局国際協力課のスタッフが保健セクター

共通計画/モニタリングツール（Sector Common Workplan/ Monitoring Framework：SCWMF）
の改善・改訂が出来るようになり、その書式を活用して SWG に対する報告がなされている。

一方、このツールは、アウトカムレベルの指標をもって 7 次 5 カ年計画の進捗を全体的に

把握するためのものであり、サブセクターレベルの計画・モニタリングを担当する各部局

には活用されていない。各部局または TWG がサブセクターの戦略・計画実施状況や資金確

保の状況を把握できる計画・モニタリングツールが必要とされている。 
 

（2）プロジェクト目標の達成状況 
現時点でプロジェクト目標の達成見込みを判断するのは時期尚早である。現行 PDM の指

標は、到達点もしくは目標値が明確ではなく、具体的にどのようなデータを以って測定す

べきかについてより定義を具体化する必要がある。 
一方、プロジェクト目標のめざす「サブセクター・プログラム戦略計画が、事業実施手

続きの調和に基づき、計画的かつ効果的に実施される」方向性に向かって、一定の成果は

見られる。幾つかのサブセクター・プログラムにおいて、保健省と複数の開発パートナー

が共通の年間作業計画に基づいて、ある程度調整やモニタリングを実施し、遭遇した問題

に対する解決策を求めてエビデンスや経験を共有する場が出来ている。さらに、県と郡レ

ベルにおける調整メカニズム導入に関しては、本調査団が実施した質問票調査によれば、

支援された 7 県においてセクター統合的な実施計画が作成され、5 県においてその計画に開

発パートナーがアラインし、6 県において共同で定期的にモニタリングされている。 
 
（3）上位目標の達成状況 

現行 PDM の指標は、到達点もしくは目標値が明確ではなく、具体的にどのようなデータ

を以って測定すべきかについてより定義を具体化する必要がある。 
ただし、現時点までに得られている成果は、上位目標の方向性に向いているといえる。

 
 



 

v 

３－２ 評価結果の要約 
（1）妥当性 

次の点から、本事業を継続する妥当性は、依然高いと考えられる。ラオスの第 7 次保健

セクター開発 5 カ年計画（2011～2015 年）において、セクター事業調整の強化が重要であ

るという点に変更はない。また、保健セクター支出における海外援助額は全体の 53％（2010
年）を占めており、援助協調による事業の効率化は極めて重要な課題であり、本調査団が

ヒアリングを行った事業実施関係者からもその必要性が確認されている。対ラオス国援助

実施方針においても、保健セクターへの支援は 4 つの支援重点分野の１つであり、さらに

日本国大使は継続して、政策レベル保健セクター作業部会の共同議長を務めている。 
 
（2）有効性 

現時点における有効性は限定されている。 
これは、各アウトプットの達成度合いが限定されているためであるが、元々標榜した到

達点が高すぎたまたは適切でなかったことや、各 TWG の機能が思うように強化されていな

いことに起因している。 
ただ、プロジェクト目標の達成に必要なプログラムアプローチ的な考え方やアラインメ

ントにかかる基盤は形成されつつある。程度の差はあれ、各 TWG において年間活動計画の

共同策定やモニタリングを通じて、各機関の支援分野が周知され、課題に関する解決策等

が提案されるようになっている。人材レベルの能力強化についても、専門家との協働が可

能であった限りにおいて、一定の学習が観察された。県と郡に関しての成果もある程度得

られている。（ただし、これは南部 4 県で実施されている母子保健統合サービス強化プロジ

ェクト（2010～2015 年）による技術的投入に負うところが大きい。） 
したがって、今後プロジェクト目標の達成に向けて、メカニズムの機能性を改善・維持

させるための方策を強化・実施していくことが求められる。 
 
（3）効率性 

現時点では、効率性は中程度といえる。日本側からの投入はほぼ計画どおり、また効果

を出すために適切に適時に提供された。ラオス側からの投入は、専門家の執務室の提供と、

カウンターパートの配置であったが、後者について人員の配置は適切にされたものの、セ

クター調整事業に配分された時間は、一定の効果を確保するために十分とは言えなかった。

本事業の人材開発では、実務を通じた能力強化 （on-the-job training）の方式を採ってい

るため、この時間確保の不足がアウトプット達成が限定的であったことに直接影響してい

る。他方、少ない人材が多数の業務を抱えている保健省の現状が変化する可能性は低く、

限られた時間をより有効に使うことや業務効率の改善・スリム化などの対応が必要とされ

る。 
 
（4）インパクト 

プロジェクト目標の達成見込みを判断するのが時期尚早である現時点において、上位目

標の達成見込みを判断するのは難しいが、上位目標に貢献しうる基礎は築かれているとい

える。 
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想定していなかった展開として、TWG が増設されたことがあるが、これは現時点では正

の波及効果とも、負の影響を与えうる要素とも、解釈することが可能である。 
上位目標の達成に必要な外部条件として、「開発パートナーがセクターワイドプログラム

を継続的に支持する」ことが挙げられているが、これについて、現時点では開発パートナ

ーはこの調整メカニズムへの参加・参画に機会コスト以上の価値を見出しているようであ

るが、機能性への批評も多く聞かれるため、「調整疲労（coordination fatigue）」を起こさな

いよう、より効果的な調整プロセスを創出する必要性がある。 
 
（5）持続性 

調整メカニズムやこの事業効果の持続性を判断するのは時期尚早であるが、持続性に影

響を与えうる以下の要素が、中間レビュー調査団によって観察された。 
    

1．2006 年にラオス政府と複数の国・援助機関の間で署名された援助効果向上に係るビエ

ンチャン宣言とその行動計画に対する継続したコミットメントが観察される。【政策

的側面】 
2．ラオス政府と開発パートナー間の公式な協議の場であるラウンドテーブル・プロセス

によって付与された明確な役割と責任に裏付けられ、SWG は省内に根付いており、

セクター事業調整メカニズムの構造は省の Decree 等により正式に定められている。

【制度・組織面】 
3．本調査団による TWG の関係者からの聞き取りから、アラインメント・調和化の強化

及び開発パートナーとの協働に関心を持っていることが確認できた。【組織面】 
4．実務を通じた訓練により、計画・国際協力局や TWG からセクター事業調整を担う人

材が育成されてきているが、人数的には限定的である。【人的資源面】 
5．ナムトゥンⅡ水力発電所の社会セクター還元資金や、2010 年の保健支出を全政府支出

の 9％に増加する政府の意向などの例に見られるように、今後、政府側保健予算の増

加が期待できる。【財政面】 
6．TWG など頻度の高い会議の会議費は低く抑えられており、また、SWG など参加者の

多い会議の費用にはコストシェアの協力が他開発パートナーから得られる。【財政面】

 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
（1）計画内容に関すること 

特になし。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

以下の要素は、程度の差はあるが、活動の進捗や効果の発現に貢献した。 
・MDGs 達成にかかるラオス政府のコミットメントが高いことや、ラウンドテーブル・

プロセスが保健の SWG に対し、MDGs 達成や援助効果の向上にかかる報告を要求して

いることなどが、セクター事業調整メカニズム継続への追い風となっていること。 
・保健省各部局や開発パートナーによる TWG への参加・参画への関心とコミットメント

の高さが活動の進捗や効果の発現を促したこと。 
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３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
（1）計画内容に関すること 

特になし。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

以下の要素は、程度の差はあるが、活動の進捗や効果の発現に関して問題を惹起した。

・TWG 間、部局間の調整が不十分であったことが原因で、同じ政策の試行介入に対して

3 種のガイドラインが作成されたこと。 
・ 2012 年 10 月の保健省の組織再編で対外支援事業の所掌部署が不明確となっているこ

と。 
・特に保健分野の開発パートナー間で、援助効果向上のためのアラインメントと調和化

をどのように改善するかのオープンな協議がないこと。 
・TWG において、特定の事項にかかる合意形成が難しいこと。 
・保健省のスタッフがセクター事業調整のために確保できる時間が少ないこと。 

 
３－５ 結論 

上述の調査結果を踏まえて、中間レビュー調査団としては、一部の活動には遅れている部分

があるものの、全体として、本事業はプロジェクト目標及び上位目標の方向に向かって着実に

進捗していると結論付けた。 
本事業は、フェーズ１を経てフェーズ 2 の中間期に至るまでの間に、第 7 次保健開発 5 カ年

計画の下で実施されるサブセクターのプログラムに対し、関係者が支援をアラインさせるよう

に導くメカニズムを創出している。現在、一部サブセクターの TWG の中で、共通プログラムへ

のアラインメントと調整が行われており、活動実施計画の策定・モニタリングが共同で実施さ

れ、問題への解決をめざしたエビデンスや経験、技術的知見などが共有されている。 
今後 2 年間は、保健省及び本事業は調整メカニズムの機能性を改善するため一層の努力を行

う必要があり、特に PLAN・DO・SEE サイクルの強化が大切である。その過程において、今後

セクター事業調整を担う人材の育成を怠らぬことが将来の持続性担保の鍵となる。 
 
３－６ 提言 
（1）本事業の方向性に関する提言 

1）中央レベルへのフォーカス 
本調査を通じて、中央レベル、特に、セクター事業調整メカニズムの機能やその有効

性・効率性に関して、依然として課題が残されていることが明らかになった。それ故、

残された協力期間においては、中央レベルに対する支援を本事業の最優先事項とすべき

である。加えて、県レベルへの事業調整メカニズムの導入に係るラオス政府の政策に関

しても、本事業では前述の方針にかんがみ、保健省担当部署が県レベルのための制度的

基盤や実践的なツールを開発することに対して支援を行う等、中央レベルでの取り組み

に焦点をあてるべきである。 
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2）3 つの TWG へのフォーカス 
本事業は主に、事業開始前から存在していた 3 つの TWG、すなわち、①MNCH-TWG、

②保険人材技術作業部会（Human Rresource for Health TWG：HRH-TWG）、③HP&F-TWG
を強化している。他方、本事業の開始後、保健省のイニシアティブの下で新たに 3 つの

TWG（衛生・予防・ヘルスプロモーション TWG、ヘルスケア TWG、食品・医薬品 TWG）

が設置された。こうした保健省のオーナーシップを尊重すべく、本事業では引き続き、

これまでと同じ 3 つの TWG に焦点をあてることとし、新たに設置された 3 つの TWG に

対しては、必要に応じて、事務局/コーディネーションユニットを通して助言を行う程度

とする。これは、ひいては事務局/コーディネーションユニットの能力開発にも貢献する

ものである。 
 

3）計画策定（Planning）へのフォーカス 
効果的な事業調整のための制度的基盤として、残された協力期間において Planning に

関する事項はより重要性を増すことから、計画・国際協力局計画課の更なる関与が不可

欠となる。それ故、本事業は同計画課と一層協働すべきであり、また、保健省も本事業

が計画課と密に業務に取り組むよう、促すべきである。 
他方、これまでセクター事業調整メカニズムの下で財政枠組みは作られておらず、残

された協力期間においても資金管理を見越した活動はほとんど予定されていない。この

理由から、本事業は主に、成果 4 の中で Planning に関する事項に焦点をあてるべきであ

り、そのため Planning に関する能力を更に強化することとする。 
 

4）Planning の観点での調和化 
本事業は、保健省各部局と開発パートナーとの間で調和化を進めることを目的として

いる。調和化は非常に幅広い事項であることから、本事業では、保健省と開発パートナ

ーとの間で使用・共有され得る共同 Planning のための手順やツールの開発を通じて、

Planning の観点における調和化に焦点をあてるべきである。 
 

5）保健セクター改革（HSR）に対する必要な支援 
HSR の策定は、本事業の開始後に浮上した事象である。支援のチャンネルが並行して

存在すると非効率であるため、本事業は、本事業の枠組みの中で必要に応じて、3 つの

TWG を通じて HSR を支援することとする。 
 
（2）取られるべき措置に関する提言 

1）C/P の配置 
保健省内の再編及び人事異動により、2012 年 3 月から Co-Project Manager のポストが

空席となっている。本事業の円滑な実施を確保するためにも、新たな Co-Project Manager
が遅滞なく配置されなければならない。 

 
2）セクター事業調整メカニズムの再調整 

メカニズムの有効性・効率性を高めるために、以下の点について検討すべきである。
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・より良い事業調整及び情報共有のために、事務局や TWG における重要な決定事項は

速やかに SWG（政策レベル）の議長に報告されること。 
・TWG 間における関連事項についての事業調整及び意思疎通が体系的に高められるこ

と。 
・事務局機能を効率的に機能させるべく、その職務及び規模（人員数）の効率化を図

ること。 
・フォローアップが必要な事項やその施行状況を系統的に確認することで、会議の生

産性を改善すること。 
・TWG が効果的に機能することを支援すべく、（現行の SWG（政策レベル）の共同議

長以外に）開発パートナーの更なるコミットメントを検討すること。 
 

3）HSR との効果的な連携 
HSR の Strategic Planning Matrix と他の関連する計画との統合 

HSR の一部を構成する Strategic Planning Matrix は、保健省が取り組まなければなら

ない重要事項について明言している。しかしながら、他の既存の計画で明記されてい

るいくつかの重要な事項が、この Strategic Planning Matrix では言及されていないため、

Strategic Planning Matrix がこれら関連する計画の代替にはなり得ない。HSR の Strategic 
Planning Matrix と他の関連する計画は、どちらか一方という関係性ではなく、お互いに

補完し合うものである。それゆえ、保健省が取り組まなければならない事項の全体像

を描くために、HSR とこれら計画の統合が必要と言える。単一の政策枠組みの堅持す

ることは、より良い事業調整のために不可欠である。 
HSR のための事業調整メカニズム 

HSR のモニタリングは、効率的な手段で実施されることが重要である。この点に関

し、保健省の中で HSR のための新たな調整メカニズムを構築するよりはむしろ、セク

ター事業調整メカニズムが HSR のモニタリング及び調整のためのメカニズムとしての

役割を果たすべきである。 
 

4）効果的なモニタリングに向けて 
効果的な事業調整メカニズムを保有するためには、効果的なモニタリングツールを保

有する必要がある。現在の SCWMF は、サブセクターのプログラムの進捗を質的にモニ

タリングしているが、取られるべき効果的な措置を検討・策定するためには、より量的

な分析が期待される。包括的かつ量的な視点で進捗を把握するために、現在の TWG の年

間作業計画（Annual Work Plan：AWP）は、ADB が導入している Result Based Planning の

ように、Output/Outcome 重視型のプログラム毎の年間事業計画（Annual Operation Plan：
AOP）に取って代わられるべきである。さらに、これらの AOP は、保健省のサイクルを

尊重しつつ、予算・財政に関する必要な情報とともに、保健省と開発パートナーによっ

て協働で策定・モニタリングされるべきである。SCWMF と AOP の両方を用いることで、

質的・量的両方の側面から、進捗をモニタリングすることが可能となる。 
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5）PDM の改訂 
中間レビューの提言に基づき、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design 

Matrix：PDM）は適宜改訂されるべきである。 
 

３－７ 教訓 
事業の進捗にかんがみ、教訓を導き出すには時期尚早と判断されるため、中間レビュー時点

では特になし。 
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Summary of Mid-Term Review 
1. Outline of the Project 

Country : Lao People’s Democratic Republic Project title : Capacity Development for Sector-Wide 
Coordination in Health Phase 2 (CD-SWC2) 

Issue/Sector : Health Cooperation Scheme : Technical Cooperation 
Project 

Division in Charge : JICA Laos Office Total cost(At the time of evaluation) : 130 Million 
Yen 

Period of 
Cooperation 

(R/D): 1st Oct. 2010 
 
16th Dec. 2010–15th Dec. 

2015 

Partner Country’s Implementing Organization：  
Ministry of Health (MOH) 
Supporting Organization in Japan： 
National Center for Global Health and Medicine 
Related Cooperation ： Project for Strengthening 
Integrated Maternal, Neonatal and Child Health 
Services (MNCH),  Project for Sustainable 
Development of Human Resource for Health to 
Improve Maternal, Neonatal and Child Health Services 
(HRH) 

1-1  Background of the Project 
     The health sector in Laos had been struggling with numerous stand-alone projects and programs of 
various development partners without a clear, strategic and long-term program framework, in spite of the 
efforts by development partners. Attention to the program-based management among Ministry of Health 
(MOH) departments and development partners was intensified by the adoption of the Vientiane Declaration 
on Aid Effectiveness in November 2006, which made the coordination issue a multi-sectoral agenda 
promoted and monitored by the Ministry of Planning and Investment (MPI). 
     From August 2006, JICA provided the technical cooperation on Capacity Development for 
Sector-Wide Coordination in health (CD-SWC) for four years. Through this technical assistance and 
cooperation from other development partners, a Sector-Wide Coordination Mechanism was established 
successfully in the health sector from policy to operational and technical levels. 
     Through this process and utilization and functionalization of the Mechanism, MOH developed its own 
capacity, strengthened ownership and leadership over the health sector and partnership with development 
partners. MOH shared 6th Five-Year Health Sector Development Plan through the Mechanism, which 
means to set a single policy framework and encouraged development partners to align their aid policies with 
the development plan. Several strategies were formulated through technical working groups (TWG) and 
some of them are at the stage of implementation. The importance of coordination and harmonization has 
been well recognized and mainstreamed in MOH. In addition, coordination with development partners as 
well as inter-department coordination has been recognized one of the priority task. 
     However, the capacity development of MOH is still at a rudimental stage to lead and manage 
coordination activities. Through conducting the terminal evaluation of CD-SWC to review the progress and 
challenges, it concludes that there still be needed to strengthen the capacity for the next step. A much greater 
impact on aid effectiveness is expected when coordination mechanism is built between the 
provincial/district level and the central level as well as the provincial/district organization and development 
partners. The institutional sustainability of the developed coordination mechanism is likely ensured because 
of the consistent policy support and strong commitments of both MOH and development partners. Further 
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enhancing capacity of coordination for planning, implementation and monitoring is required. 
     Under these circumstances, the Government of Lao PDR requested the continued support to enhance 
and expand the outputs CD-SWC. After the Detailed Planning Survey of the Project from May to June 2010 
conducted by JICA, the Minutes of the Meeting (M/M) was signed on June 18, 2010 by MOH and JICA, 
followed by the Record of Discussions (R/D) which constitutes the agreement of the Project signed on 
October 1, 2010. Upon this agreement, JICA commenced the five year technical cooperation from 
December 15, 2010. 
 
1-2  Project Overview 
< Overall Goal> 
The MOH is able to implement strategic plans, and conduct effective coordination and resource 
allocation in a sustainable manner to achieve the Millennium Development Goals (MDGs) 
 
<Project Purpose> 
Under the 7th five year health development plan, strategic sub-sector development plans are 
implemented with effective alignments and harmonization. 
 
<Outputs> 
Output 1: Problems identified through the monitoring of the 7th five year health development plan are 

appropriately and effectively solved through meetings of SWG (P) and SWG (O) and the 
Secretariat/Coordination Unit. 

Output 2: Maternal and Child Health/Expanded Program on Immunization-Technical Working Group 
(MCH/EPI-TWG) is effective to solve the problems identified through the implementation 
and monitoring of the Maternal, Neonatal and Child Health (MNCH) Package Strategy 
(including the Skilled Birth Attendants development plan). 

Output 3: Human Resource for Health (HRH)-TWG is effective to solve the problems identified 
through the monitoring of the national policy on human resources for health (~ 2020). 

Output 4: Health Planning and Financing (HP&F)-TWG is effective to strengthen the capacity of annual 
planning and financial management through the implementation of the health financing 
strategy, and effective and efficient internal and external resource allocation. 

 
1-3  Inputs  
<Japanese Side>  
Long-term expert: 5 persons                                     Short-term expert: 8 
persons 
Training in Japan: 7 participants                               Equipment: A total of 
US$14,307 
Local activity cost: A total of US$239,278              Others 
<Laos Side> 
Counterparts (C/P): A total of 32 persons                 Provision of necessary equipment and 
facilities, etc 

2.  Evaluation Team 

Members 1. Ms. Machiko KAMIYA, Team Leader, Senior Representative, JICA Laos Office 
2. Dr. Chiaki MIYOSHI, Technical Advisor on Health System, National Center for 

Global Health and Medicine 
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3. Mr. Kazuyuki KAKUDA, Cooperation Planning, Representative, JICA Laos Office 
4. Ms. Yoko OGAWA, Evaluation Analysis, Senior Specialist in International Health, 

Global Link Management, Inc. 
Period of 
Evaluation 

19 August – 6 June, 2013 Type of Evaluation:  
Mid-Term Review 

3.  Results of Evaluation 

3-1  Summary of Project Accomplishment 
     The Mid-Term Review (MTR) team looked into additional qualitative and quantitative aspects 
other than the verifiable indicators (as in PDM ver.0-1).  This is partly due to the unavailability of data 
and also due to the inadequacy of some indicators to assess the achievements of the Project Purpose and 
Outputs. 
 
Output 1: 
     This Output is off the track in achieving its objective.   
     Biannual SWG (P) and quarterly SWG (O) have only been conducted only once a year; at which 
frequency it has not become a problem solving forum.  There is a discussion whether the frequency 
defined in the “Sector-wide Coordination Mechanism for Health” (the Green Book) maybe unrealistic, 
and that the envisaged “problem-solving function” of SWG (P) / (O) or Secretariat might have been too 
ambitious. 
     The Secretariat/Coordination Unit (CU) meetings have been organized five times, and it not only 
handles the preparation and management of the Sector Working Group meetings, but also plays an 
expanded role in maintaining the Sector-Wide Coordination (SWC) Mechanism, from developing the 
Terms of References (TORs) for all the Technical Working Groups (TWGs) to the provision of technical 
advice and logistical support for the new three TWGs, etc.  As the Secretariat/ CU members have 
multiple engagements other than SWC, it has become increasingly difficult to execute these 
coordination activities in an effective manner.  This requires some attention in reviewing and 
rationalizing roles and responsibilities of the Secretariat/ CU for the whole mechanism to function well. 
     As for the Secretariat/ CU’s role to guide and support Provincial Health Departments (PHDs) and 
District Health Offices (DHOs), according to the questionnaire prepared by the MTR Team, all seven 
province which received assistance in developing a coordination mechanism have responded that they 
have receive sufficient support and guidance from the DPIC.  
 
Output 2:   
     It is difficult to assess whether the Output 2 will be achievable within the Project period. 
This is due to the fact that there are both strengths in a process as well as a weakness and challenges. 
This MNCH-TWG has the longest history of MOH-DP (Development Partner) collaboration, and as 
such, the group has adequately been functioning as joint planning, joint monitoring and learning forum 
for quite some time.  In this TWG, issues in implementing the MNCH Package Strategy as well as 
good practices from across provinces are shared, and it as well functions as a forum to avoid 
duplications in terms of geographical coverage and methodologies.  Its stakeholders see that there are 
rooms for improvement in the analysis of quantitative, process indicators and also in resulting 
problem-analysis and -solving.  
     With regards to the above, continuous efforts in capacity development would suffice. 
Nevertheless, the case in which there had been three different guidelines for the Free MNCH Service 
initiative developed by different groups relating to MNCH-TWG, made the stakeholders realize the 
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extremely challenging nature of the coordination process.  Adding to this is a momentum raised as the 
deadline for the MDGs approaches, which accelerated government’s efforts for the achievement such as 
Prime Minister’s initiative on the Health Sector Reform as well as the creation of the multi-sectoral 
committee on the Nutrition and Food Security.  As such, a work group on nutrition chaired by the 
Department of Hygiene and Health Promotion, has separate meetings from the MNCH“N”-TWG, which 
poses another challenge in coordination within MNCHN sub-sector.  
 
Output 3:   
     This Output is on track in achieving its objective.   
     The implementation of the Health Personnel Development Strategy (HPDS) by 2020 has been 
regularly monitored by the Human Resources for Health Technical Working Group (HRH-TWG) using 
the Annual Work Plan (AWP) of the TWG, as well as the SBA Development Plan.  Also, participants 
of the HRH-TWG exchange ideas for solutions for the issues that have been raised for the proper 
development, allocation and retention of health personnel.  They accordingly continue their efforts in 
gathering data for the situation analysis of human resources.  Despite, HRH-TWG has yet to become 
an effective forum for substantial discussions based on in-depth analyses, and for reaching consensus 
on solutions.  
 
Output 4: 
     This Output aims at strengthening Counterparts’ capacity in two areas: planning and financial 
management.  For the former, it is on track in achieving its objective, while for the latter, it is off the 
track.   
     In terms of its capacity in the planning, a good progress is made in joint formulation and 
monitoring of AWP, which was developed in line with the draft Health Financing Strategy.  This TWG 
also became an active forum for mobilizing and sharing technical inputs among its participants for the 
implementation of vital initiatives relating to health financing.  Progress is also made in increased 
capacity among DPIC staff: A common planning and monitoring tool, the Sector Common Work Plan 
and Monitoring Framework (SCWMF) has been revised by the staff of DPIC with support by JICA 
Experts and DPs.  DPIC now can update the progress of implementation of 7th5yHDP in the format of 
SCWMF, and can report to SWG (O) and (P).  On the other hand, this tool is intended for 
outcome-level monitoring the overall progress made in implementing 7th5yHDP, and thus its use is 
limited among the Departments that monitor sub-sector-level plan.  Therefore, in order to further 
promote alignment and joint monitoring of a common plan, a tool that allows stakeholders to monitor 
the progress of implementation at the process and output level, as well as to monitor the status of 
financial allocation to specific activities may be required. 
 
Project Purpose: 
     It is difficult to assess the likelihood and/or extent of achievement of the Project Purpose without 
clear indicators with target values or levels.  All the indicators require clarification on what are the 
targeted levels.   
     Nonetheless, one can see for certain that there is some progress towards alignment to government 
policy/ strategy/ program under a single policy framework.  Coordination and alignment has been 
practiced at some sub-sector level in TWGs, where work plans are planned and monitored jointly, and 
where stakeholders share various evidences, experiences and technical contributions in search for 
solutions.  With regards to the introduction of the coordination mechanism at provincial and district 
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levels, supports given by CD-SWC2 in seven (7) provinces have resulted in creation of a provincial 
integrated plan1 in all seven (7) provinces; to which DPs have aligned their support in five (5) 
provinces; and, which appears to be monitored regularly with participation of DPs in six (6) provinces2.  
 
Overall Goal: 
     It is difficult to assess the likelihood and/or extent of achievement of the Overall Goal without 
clear indicators with target values or levels3. 
     Nonetheless, one could say that achievements so far are heading towards this intended impact, or 
the Overall Goal.  
 
3-2  Evaluation Results 
(1) Relevance 
     The relevance of this cooperation is still considered high for the following reasons.  

1. In the 7th Five-Year Health Development Plan (2010~2015: 7th5yHDP), importance of 
strengthening SWC remains unchanged. 

2. All of the stakeholders interviewed by the Mid-term Review Team are in the opinion that proper 
coordination is important and still very much necessary in the health sector of Laos.  

3.  “Japan’s Country Assistance Policy for Lao PDR (April, 2012)” specifies the “improvement of 
health services” as one of the four (4) priority areas for assistance.  In addition, Japan is a 
signatory of Vientiane Declaration-Country Action Plan for aid effectiveness, and the Japanese 
Ambassador has been a co-chair of the SWG (P). 

 
(2) Effectiveness 
     The effectiveness of CD-SWC2 seems to have been limited at this stage.  
     This is due to the limited level of achievements in each Output, i.e. each TWG has yet to function 
as an effective forum to solve “the problems identified through the implementation and monitoring,” 
but also partly due to the ambitious nature of the objectives. 
     However, some good foundation has been laid on program approach and alignment: Although 
varied in its extent, in each TWG, MOH and DPs gains vital information on distribution of resources to 
avoid duplications, and ideas for solutions are suggested against pertinent issues through the joint 
formulation and monitoring of AWP.  As for capacity development, Mid-term Review Team observed 
that good amount of learning took place where MOH staff was allocated to work with the CD-SWC2 
experts.  The achievements gained in the southern 4 provinces as well as in the northern 3 provinces in 
introducing sector-wide coordination, owe much to the technical support rendered by the JICA 
Integrated MNCH Service Project and by the UN agencies working with respective PHDs. 
     Therefore, in the next half of the project, measures to improve and maintain the SWC Mechanism 
needs to be intensified in order to achieve the Project Purpose.  
 
 

                                                        
1 This observation is based on the response to the self-administered questionnaire by the MTR Team. It was distributed to seven 

provinces which received orientation in coordination and integrated planning by the Secretariat/CU as well as JICA technical 
cooperation projects [Phongsaly, Luang Namtha, Oudomxay, Salavan, Champasack, Sekong, Attapeu] 

2 Quality of such planning and monitoring processes may require further assessment.   
3 Some of the indicators such as 1 and 4 are similar to Output and Project Purpose indicators, and require adjusting. Indicators 2, 3, 5, 7 

are either not clear what to measure / target, or not easily accessible.  
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(3) Efficiency 
     The efficiency of CD-SWC2 has been fair but will require improvement in the future. 
     Inputs from Japanese side, including Japanese Experts for sector-wide coordination and for more 
specific technical inputs, office equipment and operational expenses were provided mostly as planned, 
considered mostly adequate and delivered in timely manner.    From the Lao side, office space has 
been provided sufficiently.  The focal persons to chair and to prepare SWGs and TWGs have been 
allotted properly, but the time allotted by Counterparts to work with sector-wide coordination activities 
came short of producing substantive outputs.  
     This directly affected the limitation in obtaining outputs, or developing capacity to conduct 
effective TWG meetings, as CD-SWC2 focuses on on-the-job style training.  As it is not pragmatic to 
assume the increased time allotted by the Lao-side focal persons, in order to obtain results, some 
measures for the most efficient utilization of the limited time allotted, or for improving efficiency of the 
tasks required need to be devised. 
 
(4) Impact 
     It is still premature to assess the likelihood of Overall Goal at this point where limited level of 
achievement is yielded at Project Purpose level.   Nonetheless, proper foundation has been laid that 
contributes to the achievement of the Overall Goal.  
     Regarding unexpected development brought perhaps by CD-SWC 1 and 2, was a “tendency” in 
establishing new TWGs or working groups.  At this stage, it could be considered either a positive 
effect or factors that could result in negative effects.  
     In reference to the important assumption: “DPs' support for the sector-wide program is 
consistent.” For many DPs, so far, benefits of using a coordination mechanism appear to offset 
opportunity costs required for participation.  Nevertheless, in order to avoid “coordination fatigue ,” 
the mechanism and its meetings would need to strengthen its effectiveness in coordination. 
 
(5) Sustainability 
     It is rather premature to discuss the likelihood of sustainability at this stage.  MTR Team 
observed the following factors, either positive or negative, that would affect sustainability. 
 
[Political or policy aspect] 

1. Continued commitment to the Vientiane Declaration and its Country Action Plan by the 
Government of Laos. 

 
[Institutional/ Organizational aspects] 

2. The SWC Mechanism has been better instituted within the Ministry, with the clear role and 
responsibilities given by the national Round Table Process, as well as with the relevant decrees 
being issued to formalize the mechanism.   

3. At the managerial level in several departments where the Mid-term Review Team had discussions, 
there was a visible interest to promote the alignment and harmonization as well as to work with 
DPs at a department or a sub-program level.   

 
[Human resources] 

4. On the job training in operational aspects of the TWG meetings have produced some good results 
in DPIC staff, but these numbers are still small.   
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[Financial aspect] 
5. Increase of government resources allocation for the health sector is expected: proportion of health 

expenditure in the general government expenditure increased from 3.0% in 2009/2010 to 4.2% in 
2010/2011 and 2011/2012. The National Assembly endorsed a commitment to allocate 9% 
(including ODA) of Government General Expenditure to the health sector in 2012.  There also is 
a poverty reduction fund sourced from the Nam Teung II, which started its disbursement for the 
health sector after 2010. 

6. Budget to run TWGs has been kept small.  Large meetings such as SWG (P) (O) require larger 
budget, which are generally divided among MOH and Co-Chairs, namely, WHO and Japan 
(CD-SWC2).  The last SWG (P) invited all the Provincial representatives, which were 
contributed by different DPs.  

 
     One of the concern that has emerged recently, there have been demands in strengthening 
multi-sectoral coordination (e.g. the Nutrition and Food Security) or initiatives emerged from the Prime 
Minister’s Office (e.g. Free Delivery and Free U5 Care, Health Sector Reform) which may require 
different reporting protocols than that of internal routines.  This new dimension in coordination would 
require proper handling within the Ministry, so as not to undermine the past gains in inter-departmental 
coordination and communication.   
 
3-3  Promoting and Inhibiting Factors  
(1)  Promoting Factors 
     (a)  Factors relating to the project design  

     Not observed.  
 
     (b) Factors relating to the implementation process 

     The following factors contributed to the level of progress in varying degrees.  
1. Commitment by the Lao Government especially at the Prime Minister’s office in achieving the 

MDGs, which is instituted by the national Round Table Process, and which drove the SWGs to 
review plan, strategies and programs of MOH and DPs in accordance with the National Aid 
Effectiveness Agenda 

2. Interests and commitment shown by different departments to participate in several TWGs, as well 
as DP’s sustained interests and willingness to provide technical resources and support through the 
Mechanism, especially at the TWG level. 

 
(2)   Inhibiting Factors 
     (a) Factors relating to the project design  

     Not observed.  
 
     (b) Factors relating to the implementation process 

The following factors limited the level of progress in varying degrees.  
1. Still insufficient coordination among TWGs and Departments, which brought about three 

implementation guidelines for one policy initiative. 
2. Reorganization of MOH departmental structure since October 2012.  This has created a period of 

uncertainty in designation of responsibilities of on-going externally funded projects/ programs 
including CD-SWD2; 
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3. Lack of open discussion regarding how to improve alignment and harmonization for aid 
effectiveness among stakeholders, especially among DPs; 

4. Difficulty in reaching consensus in meetings among MOH and/or DPs on certain issues, that 
affected effectiveness in TWGs; and, 

5. Shortage of MOH staff time allocated to SWC matters. 
 
3-4  Conclusion 
     Based on the findings of the Mid-Term Review, the Team concludes that, although some of the 
activities are slow in progress, overall, CD-SWC2 is steadily moving towards the direction of the 
Project Purpose as well as towards the Overall Goal. 
     CD-SWC 1 and 2 so far created a mechanism where stakeholders are navigated to focus their 
attention and resources on the implementation and monitoring of selective sub-programs under 
7th5yHDP.  Coordination and alignment has been practiced at some sub-sector level in TWGs, where 
work plans are planned and monitored jointly, and where stakeholders share various evidences, 
experiences and technical contributions in search for solutions. 
     In the next two years, the Ministry of Health and CD-SWC2 should intensify their efforts to 
improve functionality of the mechanism, especially in its function of plan-do-see cycle.  Throughout 
the process, the capacity development of human resources who could manage the coordination process 
should not be overlooked for self-reliance in the future. 
 
3-5  Recommendations 
(1) Directions of CD-SWC2 
     (a) Focus on the central level: 

     The Mid-term Review revealed that there are many remaining tasks/challenges at the central 
level, especially regarding the function of SWG mechanism and its effectiveness/efficiency. 
Therefore, for the remaining cooperation period, support at the central level should be the first 
priority for CD-SWC2.  
     Moreover, in line with the above, as for the Lao government policy to introduce a 
coordination mechanism at the Provincial level, CD-SWC2 should focus on the responsible sections 
at the central level, by assisting them to develop an institutional base or tools that practically 
facilitate coordination at the Provincial level.   

 
     (b) Focus on three TWGs: 

     CD-SWC2 is mainly strengthening the three TWGs, namely: (i) MNCH-TWG, (ii) 
HRH-TWG, and (iii) HP&F-TWG.  Meanwhile, three new TWGs have been established after 
CD-SWC2’s initiation, under the initiative of the Ministry of Health.  To respect the ownership of 
the Ministry of Health`s initiative, CD-SWC2 shall continue to focus on: (i) MNCH-TWG, (ii) 
HRH-TWG, and (iii) HP&F-TWG.  CD-SWC2 may support the three new TWGs by providing 
advisory through the Secretariat / Coordinating Unit where necessary.  This in turn contributes to 
capacity development of the Secretariat / Coordinating Unit.   

  
     (c) More Focus on Planning: 

     As planning issue becomes even more important during the remaining cooperation period as 
an institutional base for effective coordination, increased engagement of the Division of Planning, 
under the Department of Planning and International Cooperation, becomes crucial.  Therefore, 
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CD-SWC2 should be more engaged with the Division of Planning, and the Ministry of Health should 
also encourage the CD-SWC2 to work closely with the Division. 
     On the other hand, few activities are foreseen for financial management for the remaining 
cooperation period, as no financial arrangement is made under SWC mechanism until now.  For 
this reason, CD-SWC2 should mainly focus on planning issues under Output 4 so that capacity 
building on planning can be further strengthened. 

 
     (d) Harmonization in terms of Planning: 

     CD-SWC2 aims to enhance harmonization among the departments of the Ministry of Health 
and DPs.  As harmonization is a very wide issue, CD-SWC2 should focus on harmonization in 
terms of planning by establishing a joint planning procedure and tool which can be used/ shared 
among the departments of the Ministry of Health and DPs. 

 
     (e) Necessary Support to Health Sector Reform: 

     The development of Health Sector Reform emerged after the CD-SWC2 commencement.  As 
it is not efficient to have a parallel channel of support, CD-SWC2 may support the Health Sector 
Reform through the three TWGs (MNCH-TWG, HRH-TWG, and HP&F-TWG) in CD-SWC2, 
where necessary. 

 
(2) Suggestions for Actions to be Taken 
     (a) Assignment of Project Counter-part: 

     Due to the internal restructuring of the Ministry of Health as well as the transfer of personnel, 
the post of Co-Project Manager has been vacant since March 2012.  To ensure smooth 
implementation of CD-SWC2, the new Co-Project Manager must be assigned without further delay.  

 
     (b) Readjustment of SWC mechanism to improve effectiveness/efficiency 

For increased effectiveness/efficiency, the following should be considered: 
 Important decisions at the Secretariat as well as TWGs to be reported promptly to the 

Chairperson of the SWG (O) for better coordination and better dissemination of information  
 Systematically enforcing coordination and communication among TWGs on pertinent issues 
 Streamline the tasks as well as the size (member) of the Secretariat for its efficient 
functioning 
 Improve productivity of meetings by systematically confirming follow-up actions and their 

enforcing  
 Consider increased commitment of DPs (other than the current co-chairs of SWG (P)) to 

support effective functioning of TWGs 
 
     (c) Effective Collaboration with Health Sector Reform: 

Integration of Strategic Planning Matrix of HSR and the existing relevant plans: 
     The Strategic Planning Matrix of the Health Sector Reform states important issues which the 
Ministry of Health need to follow.  However, the said Strategic Planning Matrix cannot substitute 
the existing relevant plans, as some of the important issues stated in the existing plans are not stated 
in the Strategic Planning Matrix.  The relationship between the Strategic Planning Matrix of the 
Health Sector Reform and the existing plans is not one or the other, but are to supplement each other. 
Therefore, integration of these two is necessary to have an overall picture of the issues which the 
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Ministry of Health needs to follow.  To maintain a single policy framework is imperative for better 
coordination.   

     Coordination Mechanism of Health Sector Reform: 
     It is important that the monitoring of the Health Sector Reform is done in an efficient manner. 
In this connection, it is strongly suggested that the SWC mechanism should also serve as the 
monitoring and coordination mechanism for the Health Sector Reform rather than establishing a new 
coordination mechanism within the Ministry.   

 
     (d) Towards Effective Monitoring: 

     In order to have an effective coordination mechanism, it is necessary to have an effective 
monitoring tool.  The current Sector Common Workplan and Monitoring Framework (SCWMF) is 
qualitatively monitoring progress of the subsector programs.  However, more quantitative analysis 
is expected for effective actions to be taken.  To have a more comprehensive and quantitative view 
of the progress made, the current AWPs of TWGs should be replaced by a more output/outcome 
oriented annual operation plans (AOP) of the subsector programs such as Result Based Planning 
introduced by ADB.  Furthermore, these AOPs should be jointly formulated and monitored by the 
Ministry of Health and DPs with necessary information on budget and finance respecting MOH 
monitoring cycle.  By using both SCWMF and AOPs, progress can be monitored on both 
qualitative as well as quantitative aspects. 

 
     (e) Revision of PDM: 

     Based on the recommendations of the Mid-term Review, PDM ver0-1 should be revised 
accordingly. 

 
END
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第１章 中間レビュー調査の概要 
 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

技術協力プロジェクト「保健セクター事業調整能力強化フェーズ 2（Capacity Development for 
Sector-wide Coordination in Health Phase 2：CD-SWC2）」は 2010 年 12 月に開始され、2013 年 8 月

で協力期間の折り返し地点を迎えたところである。今回実施する中間レビュー調査では、ラオス

民主主義共和国（以下、「ラオス」と記す）保健省と合同で、本事業の目標達成度や成果等を分

析するとともに、残りの協力期間の課題及び今後の方向性について確認し、合同評価報告書に取

りまとめ、合意することを目的とする。 
 
１－２ 調査団の構成と調査期間 

担 当 氏 名 所  属 調査日程 

総括/団長 神谷 まち子 JICA ラオス事務所 次長 2013 年 8 月 19 日～9 月 6
日 19 日間（詳細は付属

資料 1 の Annex3 を参照）

保健システム 
（技術参与） 

三好 知明 国立国際医療研究センター 
国際医療協力局 派遣協力第二課

課長 

2013 年 8 月 19 日～9 月 6
日 19 日間（詳細は付属

資料 1 の Annex3 を参照）

協力企画 角田 和之 JICA ラオス事務所 所員 2013 年 8 月 19 日～9 月 6
日 19 日間（詳細は付属

資料 1 の Annex3 を参照）

評価分析 小川 陽子 グローバルリンクマネージメント

株式会社 
2013 年 8 月 19 日～9 月 6
日 19 日間（詳細は付属

資料 1 の Annex3 を参照）

 
１－３ 主要面談者 

付属資料 1 の Annex5 を参照 
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第２章 プロジェクトの概要 
 
２－１ 背景 

ラオス国保健省はこれまで多くの開発パートナーからの支援を受け、様々なプログラムやプロ

ジェクトを実施してきたが、単一の長期的計画の不在や計画・戦略等の共有不足により、保健省

内及び開発パートナー間での連携・調整が不十分なまま各事業が個別に行われていた。その結果、

対象課題や対象地域の限定・偏在・重複が生じ、せっかくの援助介入、投入が効率的・効果的に

保健状況の改善に結びついていなかった。援助効果の最大化・効率化は保健省と開発パートナー

双方にとって喫緊の課題であった。 
JICA は、2006 年 8 月より 4 年間の技術協力プロジェクト「保健セクター事業調整能力強化」（以

下、「フェーズ 1」と記す）を開始した。本事業を通じて、保健省の中に SWG、TWG（計画・財

政 TWG、保健人材 TWG、母子保健 TWG、事務局等）が設置され、政策から実施・技術レベル

まで、保健省関係者及び開発パートナーが定期的に一堂に会して課題を認識し、情報共有しなが

ら、政策及び実務の計画・戦略を具体化する事業調整メカニズムが整備された。このメカニズム

を通じて、保健省はオーナーシップを醸成しリーダーシップを発揮しながら、開発パートナーと

協調して保健セクターの課題に取り組み、自らの事業調整能力を強化してきた。また、保健省は

第 6 次 5 カ年保健セクター開発計画を開発パートナーと共有し、この計画を全保健セクターの単

一政策枠組みとして採用することが関係機関を含めて合意されたことにより、開発パートナーは

それぞれの援助政策や事業計画をこの計画に沿って調整するようになった。こうした取り組みに

よって、保健省内で各事業間の調整だけでなく、保健省主導の下、手続きの標準化とそこへの開

発パートナーの調和の重要性が広く認知され、そのために部署間の連携強化が優先課題として認

識されるようになった。 
しかしながら、フェーズ 1 の終了時において、メカニズムを推進・展開していくための保健省

内の連携体制及びマネジメント能力はまだ初期段階にあり、今後保健セクターの開発目標達成に

向け、保健セクター全体の事業調整を図っていくためには、開発パートナーを含む保健セクター

における関係者間の調整能力の一層の向上が必要であった。また、計画・実施・モニタリングと

一貫した調整能力向上のためには、事業調整メカニズムのより戦略的かつ効果的な制度化が必要

である。 
以上の背景のもと、フェーズ 1 の後継案件として、ラオス政府から「保健セクター事業調整能

力強化フェーズ 2」（以下、「本事業」と記す）が要請されたことを踏まえ、JICA は 2010 年 12 月

から 2015 年 12 月までの 5 年間の予定で本事業を実施している。 
 

２－２ 基本計画 

本プロジェクトの基本計画は、表－１に示すとおりである。なお、本調査時点でのセクター事

業調整メカニズムは、付属資料 2 を参照のこと。 
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表－１ プロジェクト基本計画 

プロジェクト名 保健セクター事業調整能力強化フェーズ 2 

協力期間 2010 年 12 月 16 日～2015 年 12 月 15 日 

上位目標 ラオス保健セクターにおいて、保健省による戦略的計画立案、効率的な

事業調整、効果的な内外の資金分配が持続的になされ、ミレニアム開発

目標達成を確実にするキャパシティを確保する。 
プロジェクト目標 第 7 次保健 5 カ年計画とそのもとでのサブセクタープログラム戦略計画

が、事業実施手続きの調和に基づき、計画的かつ効果的に実施される。

成果 成果１：政策レベル、実務レベルのセクター作業部会と事務局/コーデ

ィネーション・ユニットの会議が適切かつ効果的に行われ、第 7 次保健

5 カ年計画及びサブセクタープログラムの実施モニタリングを通じて明

らかになった問題が解決されるようになる。 
成果２：母子保健/予防接種技術作業部会が適切かつ効果的に運営され、

熟練助産師養成計画を含む母子保健統合サービス戦略計画の実施モニ

タリングを通じて明らかになった問題が解決されるようになる。 
成果３：保健人材技術作業部会が適切かつ効果的に運営され、2020 年

までの保健人材育成戦略の実施モニタリングを通じて明らかになった

問題が解決されるようになる。 
成果４：計画財務技術作業部会が適切かつ効果的に運営され、内外の資

金が効率的かつ効果的に事業実施につながることにより保健財政戦略

が実施されるよう年間計画策定並びに財政管理能力が強化される。 
 
２－３ プロジェクト・デザイン・マトリックス 

JICA ではプロジェクト・サイクル・マネジメント手法を用いてプロジェクトの運営管理を行っ

ており、事業管理及び評価のツールとしてプロジェクト計画概要表である PDMを活用している。

PDM の概要は表－２のとおりである。 
 

表－２ PDM の概要 

項目 定義 

上位目標 「プロジェクト目標」が達成された結果として、達成が期待できる開発

効果 
プロジェクト目標 プロジェクトの終了時までに達成されることが期待される目標であり、

ターゲットグループへの具体的な便益やインパクト 
成果 「プロジェクト目標」を達成するためにプロジェクトが実現しなくては

ならない事項 
活動 「成果」を実現するために、「投入」を効果的に用いてプロジェクトが実

施する具体的な行為 
投入 プロジェクトの実施に必要な人員、施設、機材、資金など 

指標 プロジェクトの成果、目標、上位目標の達成度を測る目標値を示すもの

指標データ入手方

法 
「指標」のデータを検証するための情報源 
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外部条件 「成果」、「プロジェクト目標」を達成するために満たされていなければ

ならない外部要件であるが不確定要素を含むもの 
前提条件 プロジェクトを開始する前に満たされているべき条件 
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第３章 終了時評価の方法 
 
３－１ 評価実施方法 

本技術協力事業の中間レビュー調査は、『新 JICA 事業評価ガイドライン（2010 年 6 月）』に基

づき、以下の手順に沿って実施された。 
1．本プロジェクトにおける PDM0-1 版（付属資料 3）及び討議議事録（Record of Discussions：

R/D：2010 年 10 月 1 日付）を事業計画として捉え、PDM 指標を参照しながら現在までの

実績を確認する。なお投入実績は R/D を基本に確認を行う。 
2．下記に述べるデータ収集方法を通じ入手した情報をもとに、プロジェクトの現状を「実績・

実施プロセス」「因果関係」の観点から把握・検証する。 
3．「妥当性」「有効性」「効率性」「インパクト」「持続性」の 5 つの観点（評価 5 項目）（表－

３参照）から、現在までに得られているプロジェクトの効果を評価する。 
4．中間レビュー報告書を草案し、上記 1.～3.の結果を踏まえて、プロジェクトの残りの実施期

間の活動に対しての提言を導出する。 
5．上記でのべた結果は 2013 年 9 月 2 日の事務局会議で共有され、関係者からのコメントを受

けて、報告書は改訂され、カウンターパート（Counter part：C/P）との協議の後、合意さ

れた。その際、PDM のプロジェクトの要約（PDM の一部）についても C/P と協議され、

基本的な内容が合意された。 
 

表－３ 評価 5 項目の定義 

評価5項目 JICA 評価ガイドラインによる評価 5 項目の定義 

1. 妥当性 妥当性の項目では、事業の中間期において、CD-SWC2 のプロジェク

ト目標及び上位目標が、①政府開発政策との整合性があるか、②セク

ター事業調整の指針と合致しているか、③関係者のニーズと合致して

いるかどうかをレビューする。 
2. 有効性 有効性の項目では、CD-SWC2 がどの程度めざしている目標に向けて

進展しているか、プロジェクト目標達成の見込みはあるか、また、成

果とプロジェクト目標の関係性は適切か、という点を確認する。 
3. 効率性 効率性の項目では、事業の実施の過程において、投入のタイミング、

質、量の適切性、投入と成果の関係性等から分析する。 
4. インパクト インパクトの項目では、CD-SWC2 の介入が、想定どおりの、もしくは

想定外の正負の波及効果を創出したかどうか、その見込みがあるかど

うかを推察する。 
5. 持続性 持続性の項目では、CD-SWC2 が終了した後に、制度・組織的、財政

的、技術的な側面において、持続性があるかどうか、その見込みを推

察する。 
出所：新 JICA 事業評価ガイドライン（2010 年改訂）、JICA 
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３－２ 調査項目 

上述の評価 5 項目の観点から、主な調査項目について概略を以下に記述する。なお、本調査は、

中間レビューであることを踏まえ、特に（1）妥当性、（2）プロジェクト目標の達成見込み（有

効性）、（3）効率性に重点を置いて調査を行う。（調査内容の詳細に関しては、詳細は付属資料 1
の Annex4 を参照） 
 
（1）妥当性 

保健セクターにおける事業調整機能強化は、保健省・開発パートナーから強い支持を得て

取り組まれており、「第 7 次保健開発 5 カ年計画 （2011 - 2015）」や「ビエンチャン宣言」に

おいてもその推進が優先課題の 1 つとして位置づけられるなど、優先度合いは変わっていな

い。一方、開始時から現在に至るまでに 2011 年 10 月付省令による 3 つの TWG 増設、2012
年 6 月のセクター改革導入、2012 年 10 月の保健省内組織再編など内外環境の変化があった

ことを踏まえて、再度確認を行った。 
 
（2）有効性 

①プロジェクト目標の達成見込み、②成果と外部条件、プロジェクト目標の因果関係の適

切さ（PDM のロジックに無理がなかったか）、③プロジェクト目標への貢献・阻害要因とい

った点から聞き取りを行い、プロジェクトの課題解決に対する有効性を検証した。 
 
（3）効率性 

①成果を達成するために、必要十分な投入・活動が行われたか、②日本側・ラオス側の投

入の量・タイミング・質は適切であったか、③効率性を促進・低下させた要因は何かという

観点から調査を行った。 
 
（4）インパクト 

現状の活動を継続することによって上位目標への貢献は可能か、また、上位目標以外への

波及効果があったかを確認した。 
 
（5）持続性 

関係者のヒアリングを通じて持続性を強化もしくは低下させる見込みのある要素を、①政

策面、②制度・組織的側面、③財政的側面、④技術的側面から確認した。 
 
３－３ 情報・データ収集方法 

本中間レビュー調査において、調査団は、以下のデータ収集方法を活用した。 
 
（1）既存資料のレビュー 

・ CD-SWC2 半期報告書，各種調査団報告書，業務完了報告書など 
・ セクター事業調整関係者による作成文書など 
・ ビエンチャン宣言にかかる文書など 
・ 政策関連文書（第 7 次保健開発 5 カ年計画 （2011~2015）、対ラオス国援助実施方針、
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保健省他による政令、各種ガイドライン、保健セクター改革関連） 
・ その他関連文書 

 
（2）以下の関係者に対する質問票調査 

・ セクター事業調整事務局/コーディネーション・ユニット及び 3 つの TWG、県保健局

（7 県） 
・ CD-SWC2 と連携している技術協力プロジェクト〔母子保健統合サービス強化プロジ

ェクト（2010-15）、母子保健人材開発プロジェクト（2012-2016）〕 
 
（3）以下の主要関係者らに対するインタビュー 

・ 保健省（官房、セクター事業調整事務局、技術作業部会［HP&F、HRH、MNCH、HPHP、
FD］ 

・ 開発パートナー〔WHO、WB、ADB、UNFPA、UNICEF、USAID、WFP、KOICA、国

際 NGO ネットワーク（INGO Network）〕 
・ CD-SWC2 日本人専門家（帰国専門家も含む） 
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第４章 評価の結果 
 
４－１ プロジェクトの実績 

４－１－１ 投入実績 
【日本側の投入】 
表－4 は、日本側の投入について、その計画（2010 年 10 月付 R/D）と現時点における実績

を比較したものである。 
長期専門家、短期専門家、カウンターパート（C/P）研修、機材供与、在外事業強化費は、

ほぼ計画どおり提供されている。ただ、保健システム強化と母子保健の両分野を担当する長期

専門家の確保は難しく、この計画は現実的ではなかったと判断される。実際は、チーフアドバ

イザーが母子保健専門家を兼ねることとなった。また C/P から、短期専門家（1 名）の派遣期

間がその責務の割りに短かったとのコメントがあった。本事業では、PDM から関連性が薄い「エ

ビデンスに基づく政策策定」、「病院管理」（2 名）計 3 名の専門家を派遣したが、これは、保健

セクター改革に着手したラオス政府が、その戦略計画を早急策定することとなった際、その支

援ニーズに即時に対応したものであった。 
 

表－４ 日本側の投入 

計画 
（R/D、2010 年 10 月） 

実績 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

【日本人・長期専門家】 
 

【合計 85.2 MM】  

 チーフアドバイザー  ーチーフアドバイザ ［2 名、1 ポス

ト］ 
30.5MM 

 保健システム強化/母子保健  保健システム強化［1 名、1 ポスト］ 24.0MM 
 業務調整/組織強化  業務調整/組織強化［2 名、1 ポスト］ 30.7MM 

【日本人・短期専門家】 【合計 5.7 MM】  

   

短期専門家（二者間で合意した分野に

おいて短期専門家を派遣する） 
 専門家［1 名］組織能力開発 0.9MM 

 専門家［1 名、2 回］セクター共通

計画モニタリングツール（Sector 
Common Workplan Monitoring 
Framework（SCWMF） 

2.8MM 
 
 
 

 専門家［1 名、2 回］GIS 1.1MM 

 専門家［1 名］エビデンスに基づく

政策作成 
0.3MM 
 

 専門家［2 名］保健セクター改革に

おける病院管理 
0.5MM 

 （詳細は付属資料 1 の Annex6 を参照）
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【機材供与】 
 

【合計 14,307 USD】 
 

 オフィス用事務機器 
 AV 機器 
 その他二者間で合意した機材 

 CD-SWC2 事務所にオフィス用事務機器が提供さ

れた。 
（詳細は付属資料 1 の Annex7 を参照）

【C/P 研修】 
 

【合計 1MM】 

特に指定なし。  C/P5 名が保健人材に関する国際会議に出席 
 C/P1 名が保健財政に関する国際会議に出席 
 C/P1 名がプログラムアプローチの研修のためカ

ンボジアに派遣された。 
（詳細は付属資料 1 の Annex8 を参照）

【在外事業強化費用】 
 

【合計 239,278 USD】 
 

特に指定なし。  2010 年度   USD   18,144 
 2011 年度   USD   95,419 
 2012 年度   USD  113,700 
 2013 年度   USD   12,015（1 Apr. ～ 31 Jul.）

（詳細は付属資料 1 の Annex9 を参照）

出所：CD-SWC2 討議議事録（R/D）（2010 年 10 月）; CD-SWC2 作成報告（2013 年 8 月） 

 
在外事業強化費用に関しては、2013 年 7 月 31 日までの間に 23 万 9,278 米ドルが支出された。

支出内容の項目・年度別内訳を示した図を以下に示した。支出項目で最も多かったのは、印刷・

出版費で全体の 27％（USD 63,858）を占め、次に旅費（21％）であった。その他の項目は 28％
で事務所の事務機器、消耗品、通信費、燃料費などが含まれる。人件費（12％）は、常勤のプ

ロジェクトスタッフ、通訳/翻訳士、運転手などの給与・雇上、その他報酬（Fees）（7％）は短

期雇用に充てられた。1 
  

                                                        
1 なお、国内で実施された研修活動で在外事業強化費から捻出されたものについて、付属資料 1 の Annex10 を参照のこと。 
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出所：CD-SWC2 作成報告（2013 年 8 月） 
* JFY＝日本の会計年度（4 月から 3 月）2 

 
図－１ 在外事業強化費内訳（支出項目別/年度別） 

 
【ラオス側の投入】 
表－5 は、ラオス保健省側の投入計画と、2013 年 7 月 31 日までの実績を表示したものであ

る。 
 

表－５ ラオス側（保健省）の投入 

計画 
（R/D、2010 年 10 月） 

実績 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

【C/P の配置】 
 

以下のとおり C/P の配置がなされた。 
 

 プロジェクトディレクター：官房長 
 プロジェクトマネジャー： 
副官房長 
計画財務局（DPF）副局長 

 中央レベル C/P： 
官房全スタッフ 
衛生・予防局全スタッフ 
医療局全スタッフ 
計画財務局全スタッフ 
食品/医薬品/検査局全スタッフ 
組織人材局全スタッフ 
母子保健センター全スタッフ 
他の関連センター及び機関全スタッフ 
中央病院全スタッフ 
保健科学大学全スタッフ 
 

 官房長が配置された。 
 1 名は現時点まで配置されているが、も

う 1 名は 2012 年 3 月 16 日以降は配置さ

れていない。 
 副官房長が配置された 
 計画財務局副局長（2012 年 3 月 16

日より空席） 
 17 名が省令により事務局スタッフとし

て配置され、14 名が省令によりコーディ

ネーション・ユニットとして配置された

（うち 1 名重複）。 
 上記以外に 2 名が TWG の議長として配

置された。 
 
 

 

                                                        
2 ラオスの会計年度は 10 月から 11 月となっており、多くのドナーのそれと異なっている。 
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計画 
（R/D、2010 年 10 月） 

実績 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

 県・郡レベル C/P： 
二者間で合意され必要とされる県保健局

職員、郡保健局職員 

 
 

 

 （付属資料 1 の Annex8 を参照） 

【土地、建物、施設】 
 日本人専門家を含むチームに適切な保健省

内の執務室 
 電気・水道・電話・家具など 
 その他必要に応じて二者間で合意される施

設 

 家日本人専門 を含む CD-SWC2 のチーム

に適切な執務室が保健省の外部リエゾ

ン合同庁舎に提供された。 
 公共料金が R/D のどおり提供された。 
 会議・研修施設が必要に応じて提供され

た。 

 
R/D 上では、C/P として中央保健省の関連部局すべてのスタッフをセクター事業調整に配置

することを求めているが、これは、ラオスにおいてこうした合意文書に掲載されていない場合、

そのスタッフの職務にセクター事業調整を追加することが非常に難しいことを受けて、便宜上

網羅的に記述されている。実際に CD-SWC2 の業務に深く関与するスタッフとして想定してい

たのは、プロジェクトディレクター及びプロジェクトマネジャー2 名、セクター事業調整の事

務局専任スタッフ 1 名、各 TWG の担当者が 1 名と各 TWG の議長であった。これを踏まえれ

ば、保健省はほぼ計画どおり職員を配置したと言える。また、執務室・施設・公共料金等の投

入についても十分提供された。 
セクター事業調整（Sector Wide-coordination：SWC）の事務局に対する職員の配置は、2011

年 11 月 15 日付の省令によるものであったが、それ以前もフェーズ 1 からの関係者が実質業務

に携わっていた。また、省令を通じてではないが、追加的に各技術作業部会に事業調整を担当

する職員が 1 名ずつ 3 名提供され（一部コーディネーション・ユニットと重複）、専門家との

協働による実務研修が可能となった。保健省内の部局再編が 2012 年 10 月に実施され（以下、

図－2 参照）、それに伴う中央保健省内の職員の異動があったが、フェーズ 1 よりセクター事業

調整にかかわっていた C/P のほとんどが調整メカニズムに関連する部署に残った。ただし、C/P
の配置に何も不足がなかったわけではない。 

 
1）計画財務副局長の退職に伴い、プロジェクトマネジャーにあたるポストが 2012 年の 3

月より空席となり、代理も配置されていない。そのため、HP&F-TWG の議長代理の配

置に多少遅れがあった。 
2）国際協力課が計画課と合併して計画・国際協力局となり、国際協力にかかる官房の業

務の多くが国際協力課に振り分けられた。それに伴い、今後全体を統括する官房の立

場が懸念されている 
3）事務局専任のアシスタント・コーディネーターの配置は実現していない 
4）省令により任命された事務局及びコーディネーション・ユニットの職員の中には、セ

クター事業調整の職務に参加が極めて限定されたものも含まれる。 
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図－２ 保健省の組織再編 

 
フェーズ 1 から日本側が働きかけていた事務局への専任アシスタント・コーディネーターの

配置は成らなかったが、その代わり国際協力課に新職員が増員され、セクター事業調整に必要

な業務のうち、主なものが国際協力課のルーチン業務として担当されるようになったことで解

決されたといえる。こうした業務の中には、1）セクター事業調整の会議準備に必要なロジ作

業、2）事務局会議参加者リストの改訂と SCWMF の各部局の担当者名の管理、3）SCWMF 四

半期報告書の作成、などが含まれる。 
 

４－１－２ 活動実績 
PDM0-1 版による活動の当初計画と、現時点までの活動実績を比較したものを、表－６に示

す。 
成果 1 を達成するための活動は、ほぼ PDM 0-1 版で計画されたとおりに実施されている。

幾つかの活動（1.3、1.4、1.6）については、まだ未実施または実施途中であるため、後半期に

進めて行く必要がある。 
成果 2 と 3 を達成するための活動は、MNCH-TWG 及び HRH-TWG が事業調整に長期間取り

組んできた実績もあり、また日本人専門家を含む開発パートナー側の強力な技術支援を受けて、

進捗はスムーズである。 
成果 4 を達成するための活動は、やや限定されている。理由として、保健財政戦略が現時点

においても保健省（及び財務省）側に承認されていないことや、HP&F-TWG が PDM で想定さ

れる活動よりも多くの重要な責務を担当することになり、多忙を極めているためと考えられる。

しかしながら、TWG を強化するための活動が、ある程度実施されている。 
本事業の下では新たな活動が追加されているが、それはまず保健省内の部局再編成に伴うセ

クター事業調整メカニズムの見直しと改訂が必要であったことや、さらに首相の要請を受けた

保健省が保健セクター改革に着手するにあたり、JICA を含む一部開発パートナーの技術支援を

必要としたことに関係している。 
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表－６ 活動計画とその実績 

計画 
（PDM 0-1版） 

活動実績 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

【成果 1 を達成するための活動】政策レベル、実務レベルの SWC と事務局/コーディネーシ

ョン・ユニットの会議が適切かつ効果的に行われ、第 7 次保健 5 カ年計画及びサブセクター

プログラムの実施モニタリングを通じて明らかになった問題が解決されるようになる。 

1.1 本事業を含む開発パー

トナーからの支援を得

て保健省が、実務経験

（OJT）や短期研修を通

じて事務局のマネジメ

ント能力を強化する 

 セクター事業調整の事務局は 2010 年 11 月から計 5 回の

会合を持ち、TOR の制定、年間活動計画の策定と見直し、

セクター事業調整の会議開催について実務研修の形で

学んだ。 
 事務局/コーディネーション・ユニットはセクター事業調

整の TOR 改訂案の草案を行い、またそのための協議を

ファシリテートした。2012 年 2 月、長期専門家によって、

5 名の計画・国際協力局国際協力課（Department of 
Planning and International Cooperation-Division of 
International Cooperation：DPIC-DIC）スタッフを対象と

したプレゼン技術に関する研修（2 日間）が実施された。

 国際協力課のスタッフが、インタビュー調査を通じて、

SCWMF の改訂案について分析し、その結果の共有のた

めのワークショップを、短期専門家の支援を受けて、企

画・実施した。 
 国際協力課のスタッフは、短期専門家の技術支援を通じ

て SCWMF を改訂し、2013 年 2 月、その改訂案を事務局

会合で共有した。 
 セクター作業部会（政策レベル）〔Sector Working Group 

Policy Level：SWG（P）〕の会合準備のオペレーション部

分は、ほぼ国際協力課のスタッフで賄われている。 
 国際協力課のスタッフは、新 TWG の担当者及び関係局

の局長・副局長に対し、オリエンテーションを実施した。

 事務局/コーディネーション・ユニットは、保健情報教育

センター（Centre of Information and Education for Health：
CIEH）の支援を受けて、保健省ウェブサイト情報のアッ

プデートを開始した3 
1.2 保健セクター共通計画 /

モニタリングツールを

活用し、それぞれの分野

担当のモニタリング能

力を強化する 

 セクターワイド指標が編集され、2012 年 9 月の第 5 回

レベル策政（作業部会セクター ）〔SWG（P）〕にてプレ

ゼンテーションされた。関係者は、その後、アウトカム

レベルのモニタリングを実施している。 
 CD-SWC フェーズ 1 の時期に導入されたプログレス・レ

ポートのフォーマットが 2012 年に改善された。TWG に

よって担当を割りあてられたスタッフは、実務研修の一

                                                        
3 完全とはいえないが、セクター事業調整にかかる文書は、幾つか保健省のウェブサイトにアップロードされている。その中

には、セクター事業調整の説明や、保健セクターのメカニズム、保健省令、TOR、 セクター作業部会 の議事録やプレゼン資

料などが含まれている。TWG 関連の文書はあまりアップロードされていない（http://www.moh.gov.la/）。 
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計画 
（PDM 0-1版） 

活動実績 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

貫として、報告書を事務局（DPIC-DIC が中核）に対し

て提出した。 
 地理情報システム（GIS）の短期専門家は、各部局の要

請を受けて、①母子新生児保健分野のリソースマップ、

②保健センターレベルの保健人材の配置、③郡レベルに

おけるコミュニティベースの健康保険の導入状況、など

について、GIS を活用して視覚化する過程を支援した。

 2012 年 2 月から、事務局/コーディネーション・ユニッ

トは、政策枠組のアップデートを担当している。 
 2012 年 9 月、短期専門家が保健省スタッフ 44 名に対し、

SCWMF に関する研修ワークショップ（1 日）を実施し

た。2012 年 12 月には、58 名の保健省スタッフが研修を

受講した。 
 事務局（DPIC-DIC が中核）は、2011 年 6 月から、セク

ター作業部会の会合において、SCWMF を活用した第 7
次保健開発 5 カ年計画のモニタリング結果の発表を実施

している。 
1.3 事務局が事業調整メカ

ニズム内において保健 
5 カ年計画の計画財務

の透明性を確保するよ

うな監督機能を強化す

る 

 第7 次保健開発 5 カ年計画が共有され、第 8 回保健開発 5
カ年計画の策定について、第 4 回政策レベルセクター作

業部会において議題に挙げられた。 
 各 TWG は CD-SWC フェーズ 1 の時期から年間作業計画

AWP を作成している。 
 JICA 短期専門家が、2012 年 2 月、旧計画財務局、旧組

織人材局、母子保健センターのスタッフに対し、GIS 活

用にかかる研修ワークショップ（2 日間）を実施した。

1.4 事務局が、保健 5 カ年計

画における効果的な実

施、調和化を促進するた

めの方策を提案する機

能を強化する 

 2011 年 4 月 5-6 日に、コーディネーション・ユニット立

ち上げ会議の機会を利用して、強み、課題、今後の取り

組みを分析し、年間作業計画及びセクター作業部会の改

訂 TOR 案が作成された。 
 2013 年 8 月、膨張する事務局の機能性改善と改訂 TOR

が協議され、大筋合意された。 
 CD-SWC2 は、世界基金（Global Fund：GF）の国別調整

メカニズム（Country Coordinating Mechanism：CCM）な

ど他の調整メカニズムとのさらなる調整強化を支援し

た。CCM 調整官は、定期的に SWG や TWG 会合に参加

している。また、政策・実務レベルのセクター作業部会

において、GF の財務状況が共有されている。 
1.5 事務局が、部局間、技術

作業部会間の連携を促

進する機能を強化する

（新たに設置される作

業部会を含む） 

 事務局/コーディネーション・ユニットは、2013 年 3 月

から IT 技術の活用を推進している。（実務レベルセクタ

ー作業部会におけるプレゼン資料や議事録を保健省ウ

ェブサイトに掲示するなど） 
 CD-SWC2 の説明用パンフレットが、最新の変更が反映

された形で、ラオ語・英語で改訂され、印刷・配布され
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計画 
（PDM 0-1版） 

活動実績 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

た。また、CD-SWC2 と CIEH によって共同開発された

ウォールプランナー2012/2013 年度版が、関係者に印

刷・配布された。 
 CD-SWC2 は、2012 年 12 月 27～28 日に 5 年ぶりに開催

された国家保健協議会の会議報告書の印刷を支援した。

 2013 年 8 月、事務局機能の中でも、特に TWG の日程調

整や議題の調整にかかる項目について、その改訂が協議

された。（中間レビュー直前） 
1.6 県レベルとの調整を含

む事務局の問題解決能

力を強化する 

 南部 4 県（Salavan, Champasack, Sekong, Attapeu）で展開

している JICA 技術協力プロジェクト「母子保健統合サ

ービス強化」との連携により、2011 年 11 月、県レベル

のセクター事業調整の構造について論じたディスカッ

ションペーパー（日本語）が草案された。 
 2011 年 11 月 29～30 日、セコン県、アッタプー県のセク

ター作業部会立ち上げの機会を捉え、事務局が、県レベ

ルのセクター事業調整メカニズムの設置と改善に着手

した。 
 2011 年 11 月、副大臣とともに、事務局/コーディネーシ

ョン・ユニットがセコン県、アッタプー県のセクター事

業調整の現場を理解するための観察訪問を行い、県への

展開の方針を協議した。 
 2011 年 11 月、折りしも首相府から政令が発せられ、「各

県において、セクター作業部会を設置し、開発パートナ

ーを含む関係者間の会合を最低年 1 回は持つこと」が命

じられた。 
 2012 年 6 月、セクター事業調整メカニズムを北部 3 県

（Phongsaly, Oudomxay, Luang Namtha）に導入するため

のワークショップを実施した。 
 2012 年 7 月コーディネーション・ユニット、世界保健機

関（World Health Organization：WHO）、CD-SWC2 の

専門家の間で、県レベルセクター作業部会に関するレビ

ュー会合が実施され、中央レベルの関係者がいかに県レ

ベルを支援出来るかについて協議された。 
 フォローアップ活動が 2013 年 4 月に実施された。 
 2012 年 9 月の政策レベルセクター作業部会の会合におい

て、すべての県保健局の代表が参加し、MDGs 達成の進

捗や課題がラオス社会指標調査（Lao Social Indicator 
Survey：LSIS）の結果を使って分析された。また、セク

ター作業部会や調整を県レベルで構築する例（セコン

県、アッタプー県）が共有された。 
【成果 2 を達成するための活動】母子保健/予防接種技術作業部会が適切かつ効果的に運営さ

れ、熟練助産師養成計画を含む母子保健統合サービス戦略計画の実施モニタリングを通じて

明らかになった問題が解決されるようになる。 



 

－16－ 

計画 
（PDM 0-1版） 

活動実績 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

2.1 標準実施要領に従い、技

術作業部会のタスクフ

ォース、母子保健センタ

ーによる母子保健プロ

グラム実施モニタリン

グの実施能力を強化す

る（母子保健センター計

画・統計課の強化を含

む） 

 MNCH-TWG は、2010 年 11 月から合計 11 回会合を持っ

ている。また、TWG は自身の TOR 改訂案や年間作業計画

を作成し、セクターワイド指標も編成している。 
 各 MNCH-TWG 会合では、中央レベルの年間作業計画に

沿って進捗確認が実施されている。 
 南部 4 県の年間作業計画と中央レベルの計画を共有する

試みが、2012 年 2 月、2013 年 2 月に実施された。 
 母子保健サブセクター・プログラムに対する開発パート

ナーによる支援データが 2011 年、2012 年に収集され、

リソースマッピングに活用された。また、その結果は、

郡レベルにおける開発パートナー支援をモニタリング

するために活用されたほか、母子保健無料化プログラム

の投入状況なども視覚化された。これらの結果は、それ

ぞれ 2012 年 2 月（第 25 回）、2012 年 10 月（第 28 回）

の MNCH-TWG において発表された。 
2.2 中央レベルにおける次

年度計画のための母子

保健プログラム年間レ

ビューワークショップ

を毎年開催する 

 2010/11 年度には、年間作業計画は作成されておらず、母

子保健プログラムの年間レビューワークショップも実

施されなかった。 
 2011/12、2012/13 年度には、MNCH-TWG の年間作業計

画が策定され、母子保健プログラムの年間レビューワー

クショップの実施が同計画に盛り込まれた。 
 計画どおり、2012 年 12 月 4～7 日に、2011-2012 年度母

子保健プログラム年間レビューワークショップが保健

省独自予算で実施された。 
2.3 中央スーパービジョン

チームによる県レベル

へのサポーティブスー

パービジョン能力を強

化する（母子保健センタ

ー管理課の強化を含む） 

 2011 年 9 月、中央・県・郡レベルにおいて、母子保健に

携わるスタッフを対象としたサポーティブスーパービ

ジョンにかかる研修（5 日間）が実施された。 
 2010/11 年度に、母子保健センターは管理面に焦点をあて

たサポーティブスーパービジョンを最低 1 ラウンド（全

17 県をカバーし、各県 2～3 郡）、保健省予算で実施した。

 2012 年、母子保健センターは保健省予算でサポーティブ

スーパービジョンを 2 ラウンド実施し、更に、南部県で

世界銀行の支援により、1 ラウンドを追加実施した。 
 こうしたサポーティブスーパービジョンにより得られた

フィードバックは、スーパービジョンのチェックリスト

を改訂するために活用された。 
 2013 年 7 月に実施された第 30 回 MNCH-TWG において、

管理面・技術面に関する母子新生児保健（MNCH）のサ

ポーティブスーパービジョンの実施メカニズムについ

て協議された。さらなる協議は、母子保健センター、ヘ

ルスケア局、研修研究局の 3 者間グループセッションに

割りあてられた。 
 



 

－17－ 

計画 
（PDM 0-1版） 

活動実績 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

 2013 年 1 月、「分娩及び五歳未満の子どもの治療無料化

実施マニュアル4」が印刷され、県以下に配布された。 
2.4 県保健局・郡保健事務所

の母子保健担当官を対

象とした計画・モニタリ

ング・スーパービジョン

研修を実施する 

計画（プランニング） 
 母子保健統合パッケージ戦略のフォーマットが、6 県 41

郡（2010/11）を対象とした郡レベルのプランニングに、

及び、10 県 62 郡（2011/12）を対象とした演習に、それ

ぞれ導入された。 
モニタリング 
 未実施 
スーパービジョン 
 2011 年 9 月、中央・県・郡レベルにおいて、母子保健に

携わるスタッフを対象としたサポーティブスーパービ

ジョンにかかる研修（5 日間）が実施された。 
【成果 3 を達成するための活動】保健人材技術作業部会が適切かつ効果的に運営され、2020 
年までの保健人材育成戦略の実施モニタリングを通じて明らかになった問題が解決される

ようになる。 
3.1 保健人材技術作業部会

が保健人材開発戦略・計

画のモニタリングを行

う 

 保健人材開発政策5とその実施計画のモニタリングは、

2010/11 年には実施されなかった。TWG は 1 度実施され

たきりであった。 
 2011/12 年度の年間作業計画が、保健人材開発政策の 5

つの支柱に沿って 2011 年 10 月に策定され、2012 年 2 月

には、サブセクターのモニタリング指標が導入された。

その後 3 回にわたる TWG 会合において、指標を活用し

たモニタリングが実施された。 
 2013 年 1 月、2012/13 年度年間作業計画及び指標が TWG

会合で共有された。指標を活用した年間作業計画のモニ

タリングはまだ実施されていない。 
 熟練助産師養成計画〔（Skilled Birth Attendant：SBA）養

成計画〕6進捗モニタリングは、各 TWG 会合で実施され

ている。 
 2013 年 7 月までに HRH-TWG は年 9 回会合を持った。 

3.2 保健人材技術作業部会

の調整能力を強化する

ための手段を講ずる（タ

スクフォースの設置を

含む） 

 2011 年に、年間作業計画とサブセクターのモニタリング

指標が導入された。 
 2012年にGISを活用して全国各保健医療施設における保

健人材配置が視覚化された。 
 2012 年に研修コース情報システム（Training Course 

Information System：TCIS）の再構築にあたり、データ入

力と報告作成が実施された。 

                                                        
4 “Operational Manual for Free Delivery and Treatment of Children under 05 Years,” MoH この印刷には、CD-SWC2 の資金が活用

された。 
5 “Health Personnel Development Strategy by 2020,” MoH 
6 “Skilled Birth Attendant （SBA）Development Plan,” MoH 
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計画 
（PDM 0-1版） 

活動実績 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

 2011 年 6 月、保健人材開発戦略にかかるフォーマットが

複数存在する状況を受けて、それらの効果的な統合を進

めるために、ADB のコンサルタント及び CD-SWC2 の
専門家によってレビューが実施された。 

 組織人材局（旧）のスタッフ 5 名が第 6 回アジア太平洋

保健人材行動連携会議（2011 年 11 月、フィリピン国セ

ブ島）、及び、第 7 回同会議（2012 年 12 月、タイ国バン

コク）に CD-SWC2 の支援で参加した。 
3.3 保健人材開発戦略・計画

実施における支援ニー

ズを同定し、人材配置・

定着の方策を検討する。 

 外部の支援が必要とされる分野の同定が、TWG 会合の中

で協議された 
 効果的な保健人材の配置と定着の方策について、第 9 回、

13 回の TWG 会合で協議され、第 7 回、8 回、12 回タス

クフォース会議でも協議された。 
 CD-SWC2 は、2012 年に、組織人材局（旧）の年次報告

書の準備と印刷を支援した。 
 CD-SWC2 は、2012 年に、保健人材の教育プログラム・

ハンドブックの編纂と印刷を支援した。 
 SBA 養成計画が共有され、TWG でモニタリングされて

いる。 
【成果 4 を達成するための活動】計画財務技術作業部会が適切かつ効果的に運営され、内外

の資金が効率的かつ効果的に事業実施につながることにより保健財政戦略が実施されるよ

う年間計画策定並びに財政管理能力が強化される。 
4.1 計画財務局計画課を中

心とした計画・財政技術

作業部会が、中央で収集

された保健情報を基に

保健セクター共通計画/
モニタリングツールを

更新し、政策決定や年間

活動計画策定、事業調整

を促進する。 

 HP&F-TWG は 2010 年 11 月より 16 回会合を持っている。

 2011 年 11 月（第 22 回会合）、HP&F-TWG のもと 4 つの

タスクフォース（計画、統計、保健財政、貧困）が組成

された。 
 2012 年 1 月、JICA 短期専門家の技術支援のもと、

DPIC-DIC が SCWMF を改訂した。DPIC-DIC のスタッフ

は、各サブプログラムの担当者を通じてプログラムの進

捗と目標指標について報告を求めた。これらの報告を基

に、政策・実務レベルセクター作業部会に対し、第 7 次

保健開発 5 カ年計画の進捗報告がなされた。 
 JICA 短期専門家が、54 名（24 NIPOH, 2 Cabinet, 1 DPF, 27 

others）の保健省スタッフに対し、エビデンスに基づく

政策計画・報告のテーマで、1 日セミナーを実施した。

4.2 計画財務局計画課を中

心とした計画・財政技術

作業部会の保健財政戦

略実施に向けた年間活

動計画策定能力を強化

する。 

 保険財政戦略（案）はまだ承認されていない。 
 2011 年 4 月に行われた 19 回、20 回の会合で HP&F-TWG

の年間作業計画が、財政、計画、情報システム、ロジス

ティクスの項目において策定された。 
 2012 年、CD-SWC2 は、旧計画財務局のスタッフ 1 名が

マヒドン皇太子賞会合「ユニバーサルカバレッジと保健

財政の役割」に参加するのを支援した。 
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計画 
（PDM 0-1版） 

活動実績 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

4.3 計画財務局計画課を中

心とした計画・財政技術

作業部会が、保健財政戦

略の実施状況をモニタ

リングし、それを基に問

題や課題を協議し、解決

策を導く。 

 HP&F-TWG では、継続的に年間作業計画の進捗をモニタ

リングしている。 
 2012 年 10 月、旧計画財務局（現在は財務局）のスタッ

フ は 、 地 理 情 報 シ ス テ ム （ Geographic Information 
System：GIS）を用いたコミュニティベースの健康保険

の実施状況を地理的にマッピングした。 

4.4 計画財務局財政課の能

力強化を図り、内外の資

金管理システム強化を

支援する。 

 保健省組織再編で計画課と財務課が分離され、2010 年 10
月に財務局となった。 

 CD-SWC2 は 2013 年 1 月より、JICA による貧困削減支援

オペレーション（Poverty Reduction Support Operation：
PRSO）の参加準備過程において、旧計画財務局（現在

は財務局）を支援している 
4.5 計画財務局財政課が、定

期的に計画・財政技術作

業部会並びに事務局に

マネジメント状況を報

告する。 

 旧計画財務局（現在は財務局）による HP&F-TWG や

事務局に対する定期的な財務のマネジメント状況の報

告はない。 

【上記以外にプロジェクト目標を達成するために追加された活動】 
【追加された背景】  
1．2011 年 10 月の保健省令に

より、既存のセクター事業

調整メカニズムの下に新た

に 3 つの TWG が組成され

た。今回追加されたのは、

ヘルスケア（HC）、食品・

医薬品（FD）、衛生・予防・

ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン

（HPHP）の技術作業部会で

あった。 

 コーディネーション・ユニットは、3 つの TWG に対して

TOR 策定や会議開催などの形で支援している。 
 

2．2012 年中期ごろから、保

健省が新たなイニシアティ

ブである（HSR）に着手し、

JICA は WHO、Lux-Dev と

ともに、HSR の概念整理や

戦略枠組策定にかかる協力

を要請された。 

 CD-SWC2 は、短期専門家（病院管理）2 名を保健セクタ

ー改革の戦略計画策定のために提供した（2012 年 10 月、

2013 年 6 月） 
 非公式保健開発パートナー会合が 2012 年 8 月 22 日、2013

年 3 月 27 日に実施され、開発パートナーのかかわる活

動や保健セクター改革等の議題が協議された。開発パー

トナーの合同声明がまとめられ、政策/実務レベルセクタ

ー作業部会において発表された。2013 年 3 月 27 日の開

発パートナー会合には、保健大臣も参加した。 
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４－１－３ 成果の達成状況 
【成果 1】 政策レベル、実務レベルの SWG と事務局/コーディネーション・ユニットの会

議が適切かつ効果的に行われ、第 7 次保健 5 カ年計画及びサブセクター・プログラムの実施

モニタリングを通じて明らかになった問題が解決されるようになる。 
 

PDM 0-1 版で提案された成果 1 の指標に対し、現時点で入手可能な達成状況にかかるデータ

を以下の表内に示した。 
 

表－７ 成果 1 の達成状況 

指標（PDM 0-1 版） 
（2010 年 10 月） 

成果達成状況 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

1-1．保健省と開発パートナーと

のコミュニケーションが

増加する。 

 政策・実務レベル両セクター作業部会は、年 1 回の頻

度で開催されている。 
 事務局は、二者間協議、グループメール、保健省ウェ

ブサイトなどを通じて開発パートナーとのコミュニ

ケーションを実施しており、その内容は以前と比べて

改善したとの見方が多勢であった。しかし、より一層

の改善も望まれていた。 
1.2．事務局が開発パートナーに

対してガイダンスを実施

する。 

 DPIC-DIC のスタッフは、開発パートナーに対して、

セクター事業調整に関する十分な説明が出来るよう

になった。セクター作業部会の成員が、ラウンドテー

ブルにおいてミレニアム開発目標の進捗について、報

告できるようになった。 
1.3．事務局が実務レベルのセク

ター作業部会で指導力を

発揮する。 

 「保健情報及び母子新生児保健無料化政策にかかる

HP&F-TWP 及び MNCH-TWG 特別合同会議」が 2013
年 1 月 23～24 日に開催され、情報/意見交換がなされた。
7 

1.4．事務局が各技術作業部会の

進捗状況を把握する。 
 事務局は、保健省部局再編に伴う TWG の TOR 見直

し・改訂において指導的な役割を果たしている。新た

に結成された 3 つの TWG に対しても、オリエンテー

ションを実施した。 
1.5．事務局が県での調整メカニ

ズム導入を指導・支援す

る。 

 南部 4 県の経験に基づき、2012 年 6 月、事務局/コー

ディネーション・ユニットによって、北部 3 県

（Phongsaly, Oudomxay, Luang Namtha）に対してセク

ター事業調整にかかるオリエンテーションが提供さ

れた。 
 2012 年 9 月の政策レベルセクター作業部会において、

セコン県、アッタプー県が県レベルにおけるセクター

事業調整に関するプレゼンテーションを実施した。事

務局/コーディネーション・ユニットは、そのプレゼン

と、同会議への全県参加のための設定に奔走した。 
 

                                                        
7事務局は、2013 年 9 月 2 日から TWG のアジェンダと日程の調整に着手し始めている。 
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指標（PDM 0-1 版） 
（2010 年 10 月） 

成果達成状況 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

 中間レビューチームによる質問票調査の対象である 7
県のうち、6 県は計画・国際協力局や県に常駐してい

る開発パートナーから、県レベルの保健セクター統合

実施計画策定にかかる十分なガイダンスを受けたと

回答した。 
 

現時点において、成果 1 の達成度合いは限定的である。 
半期開催される予定の政策レベルセクター作業部会〔SWG（P）〕及び四半期開催される予定

の実務レベルセクター作業部会〔SWG（O）〕は、それぞれ年 1 回程度の開催に留まっている。

この頻度では、問題解決の作業部会にはなり得ず、第 7 次保健開発 5 カ年計画の進捗と課題を

「確認」し、後のラウンドテーブルに報告を行うための儀式的な場として機能していた。実際

は、技術作業部会において挙げられた問題点は保健省内部のステアリングコミッティや、該当

の部局の管理側によって必要に応じて対処されていた。そもそも、保健セクター事業調整の規

定がまとめられたマニュアル（通称「緑本」8）による年間会議数や、また政策レベルや実務レ

ベルのセクター作業部会、もしくは事務局に「問題解決の機能」を求めること自体が現実的で

はなかったとの議論が関係者間で存在する。 
一方、成果 1 の達成に幾つかの進展は見られる。事務局/コーディネーション・ユニットと開

発パートナー間のコミュニケーションは改善し、特に新規参入した開発パートナーに対するガ

イダンスの質も改善したとの評価があった9。調整メカニズムを通じて保健省から開発パートナ

ー側に開示・提供された情報は、年々増加した。事務局/コーディネーション・ユニットは、よ

り主体的に、大規模な会議実施のロジ管理が出来るようになった。セクター作業部会は、事務

局/コーディネーション・ユニットに支えられ、ラウンドテーブル会議において MDGs 達成に

向けた進捗についてプレゼンテーションすることが可能となった。事務局/コーディネーショ

ン・ユニットは、JICA 専門家と WHO の技術的助言を受けて、新規に立ち上げられた TWG10に

対して TOR の草案支援が出来るようになった。さらに、事務局/コーディネーション・ユニッ

トが、事業調整メカニズムの開発に関して 7 県の県保健局及び郡保健局に対して実施したガイ

ダンスや支援の結果、県レベルにおける一定の成果が見られている。 
他方で、事務局/コーディネーション・ユニットの機能のなかでも、TWG 間の調整に関して、

その進展は不十分であった。これは、協調的な行動や考え方に対する需要が年々高まっている

ことが背景としてある（詳細は成果 2 の実績部分を参照のこと）。こうした背景を受け、2013
年 6 月、7 月、8 月に保健省官房、計画・国際協力局、WHO 及び CD-SWC2 専門家間で行われ

た協議の中で、TWG 間の調整が、事務局の中枢的かつ肝要な機能であるという認識が深まっ

た。さらに、（その後開かれた）事務局会議において、このような機能を備えるために、月毎

に事務局会議を開催することが決定されている。 

                                                        
8 “Sector-wide Coordination Mechanism for Health”（the Green Book） 
9 中間レビューチームによる開発パートナーへのインタビュー結果による。 
10 衛生・予防・ヘルスプロモーション技術作業部会（Hygiene, Prevention and Health Promotion TWG）、ヘルスケア技術作業部

会（Health Care TWG:HC-TWG）、食品・医薬品技術作業部会（Food and Drugs: FD-TWG）TWG が 2010 年 10 月に新設され

た。 
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中間レビューチームは、セクター事業調整メカニズムがより保健セクターに根付き、その重

要性が認識されるにつれ、開発パートナーによる要請事項（特にメカニズム機能性の改善）や

期待値も上がっているという印象を受けた。上記に述べられた進捗状況を踏まえ、今後取り組

むべき仕事・課題として以下のような項目が考えられる。 
 

1．保健省の再編やサブセクター・プログラムの変化を踏まえた、セクター事業調整メカニ

ズムの機能の再レビュー、再整理 
a．事務局/コーディネーション・ユニット（の会合）の機能について、計画・国際協力局

の役割が拡大していることを踏まえ、事務局/コーディネーション・ユニットの運営方

法を再度整理・確認すること 
b．TWG やワーキンググループの数が増加していることを踏まえ、その組成・頻度につい

て、再確認すること 
c．保健セクター作業部会の共同議長（日本と WHO）以外の開発パートナーによる役割の

拡大を検討すること（特に各 TWG の機能性強化への支援） 
2．調整メカニズムの効率性をさらに改善すること 

a．セクター作業部会及び TWG の定期開催、会合の生産性向上のための準備、資料配布や

共有、招待状・議事録のタイミングや質を改善するための方策を模索すること 
b．アラインメント（計画・モニタリング・評価）、重複の低減、セクター・プログラム実

施進捗と目標達成にかかる分析などを遂行するためのツールを改善すること 
c．問題解決とフォローアップの能力を改善すること 

3．事務局/コーディネーション・ユニットが県保健局及び郡保健局のセクター事業調整構造

設置・稼動を支援するにあたり、その具体的な方策・度合い・範囲の明確化 
 

【成果 2】 母子保健/予防接種技術作業部会が適切かつ効果的に運営され、熟練助産師養成

計画を含む母子保健統合サービス戦略計画の実施モニタリングを通じて明らかになった問題

が解決されるようになる。 
 

PDM 0-1 版で提案された成果 2 の指標に対し、現時点で入手可能な達成状況にかかるデータ

を以下の表内に示した。 
 

表－８ 成果 2 の達成状況 

指標（PDM 0-1 版） 
（2010 年 10 月） 

成果達成状況 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

2-1．母子保健/予防接種技術作業部会が、

標準実施要領に沿って、母子保健統

合パッケージ戦略計画11の実施モニ

タリングを行う 

 MNCH-TWG は、継続して母子保健統合パッケ

ージ戦略計画の実施をモニタリングしている 
 一方、モニタリングは定量的なプロセス指標を

もとになされているわけではなく、計画実施

進捗で浮上した問題を把握・分析し、対応策

を打つ方策を導くまでには至っていない。 

                                                        
11 “MNCH Package Strategic Plan,” MoH 
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指標（PDM 0-1 版） 
（2010 年 10 月） 

成果達成状況 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

2-2．母子保健統合パッケージ戦略計画

に沿った活動が県・郡で実施され

る 

 県・郡で活動がどの程度実施されているかの網

羅的なデータは入手できなかった。 

2-3．母子保健統合パッケージ戦略計画

に沿った活動における開発パート

ナーとの事業連携・調整が実施さ

れ、支援対象地域・課題の重複・

偏重が減少する 

 MNCH-TWG の年間作業計画は、母子保健統合

パッケージ戦略計画の中でも、コアとなる介

入が選択されて作成されている。これに対し、

開発パートナーが、1）アラインメントへの合

意、2）年間作業計画の中でどの項目を支援で

きるかの明示、を行っている。 
2-4．母子保健統合パッケージ戦略計画

の実施に必要な資金投入が確保さ

れる 

 投入（予定）資金の全額を示す定量データはな

いが、2010 年に操業したナムトゥン第 2 ダム

の収入が社会セクターに還元され始めたこと

を受けて、保健予算の政府資金分が増加して

いる。 
 MNCH-TWG で作成したリソースマッピング

の結果、2011 年から 2012 年にかけて、開発パ

ートナー側のリソース配分の不均等が大幅に

改善したことが分かった。ただし、マッピン

グに使用したデータベースの包括性や精査に

改善が必要。 
 

この成果についても、現時点で達成見込みを判断するのは時期尚早である。その理由は、

MNCH-TWG には、キャパシティ・ディベロップメントで得られた強みとともに、弱みもしく

は課題が同時に観察されたためである。MNCH-TWG は、ドナー調整に関して 1 番長い歴史を

持ち、共同計画・共同モニタリングも機能して久しく、ほぼ四半期に 1 度 TWG 会合を持って

いる。本レビュー対象期間においては 11 回執り行われた。 
このサブセクターは、3 つのミレニアム開発目標（MDGs 1、4、5）を包摂していると言え、

MDGs 達成のプレッシャーが高揚するにつれ、本サブセクターにより強い注目が集まり、追加

的資金投入が異なる資金源から本サブセクターに配分されていることが確認された。翻って、

こういった状況は TWG がサブセクターの関係者を母子保健統合パッケージ戦略計画へのアラ

インメントのもと管理統合していく能力や、その調整機能に影響している。また、この状況下

で、同戦略実施の中核を担う母子保健センターの機能が阻害されている印象を受けた。 
例を挙げれば、SBA 養成計画は HRH-TWG で、また母子保健サービス無料化政策は

HP&F-TWG で実施モニタリングがなされると同時に複数の開発パートナーによって支援され、

さらに栄養の部門はマルチセクターのイニシアティブ12として首相府側で統括されており、母

子保健センターはそれぞれのイニシアティブをパズルのように整合させる難役を担っている。

勿論、これらのイニシアティブは母子保健統合パッケージ戦略計画に関連するものであり、

MNCH-TWG でも協議されている。ただし、重要性が高まっている栄養部門に関しては、

                                                        
12 栄養と食料安全保障のイニシアティブは、首相府に設置されている。農業森林省、教育・スポーツ省、保健省が主な実施機

関となっており、保健省はこのマルチセクター調整にかかるリーダー的な役割を担っている。 
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MNCH-TWG に栄養の“N”を加えて MNCH“N”-TWG とする合意があったにもかかわらず、

MNCH-TWG とは別に、栄養とヘルスプロモーションのテーマの下で作業部会が編成13され、

開発パートナーの参加のもと会合を持っている。この栄養の作業部会は現在頻繁に会合を持っ

ているが、これは首相府側から「国家栄養・食糧安全保障イニシアティブ」について文書の作

成を求められているためである。現在この栄養の作業部会は MNCH“N”-TWG のタスクフォー

スという位置付けよりも、保健省衛生・ヘルスプロモーション局14に直接報告する形となって

いる。 
こうした背景のもと、2013 年はじめに母子保健無料化プログラムの実施ガイドラインが 3 つ

作成されるという、調整の難しさを改めて示唆する事例があった。今後、保健セクター改革関

連で派生する活動を既存の中央・県・郡レベルのサブセクター・プログラムの実施・モニタリ

ングのプロセス内に統合していく作業が必要となっていくことも加わり、MNCH-TWG で広範

囲のサブセクターの調整を実施するのがさらに難しくなってきている。 
他方、本 TWG の強みの部分については、全国各地における実施上の問題やグッドプラクテ

ィス等の経験が保健省・開発パートナー間で共有され、支援対象地域・課題の重複・偏重を回

避する場として機能している。ただし、定量的指標の分析やプロセス指標のモニタリングは弱

く、それにも関連して、問題把握・分析・解決の能力について改善が必要であるとの見方が一

般的である。 
上記に述べられた状況を踏まえ、成果 2 の達成に向けて今後取り組むべき仕事・課題として

以下のような項目が考えられる。 
 

1．TWG 間で行われる情報交換のさらなる改善を進めること。特に重複・関連するテーマに

関して、ヘルスプロモーションと栄養の作業部会と MNCH-TWG 間の情報共有やさらに

関係部局による業務実施の所掌の明確化に留意すること 
2．母子保健統合パッケージ戦略計画の実施モニタリングを通じて、問題のより確実な同定

とより深い分析を強化すること。そのために、プロセス・アウトプット・アウトカムの

各レベルにおける指標のモニタリングを実施し、支援的スーパービジョンの確実な実施

を通じて県・郡・村・コミュニティで起こっている問題の把握を解決を図ること 
3．MNCH-TWG の AWP（もしくはサブセクターの AOP）が、保健セクター改革で挙げられ

た活動をきちんと統合し、その実施とモニタリングが統合的になされるように働きかけ

ること 
4．MNCH-TWG 会合をより定期で開催することと、事前通知・準備を徹底すること 

 
【成果 3】 保健人材技術作業部会が適切かつ効果的に運営され、2020 年までの保健人材育

成戦略の実施モニタリングを通じて明らかになった問題が解決されるようになる。 
 

PDM 0-1 版で提案された成果 3 の指標に対し、現時点で入手可能な達成状況にかかるデータ

                                                        
13 現在、栄養・ヘルスプロモーション技術作業部会を正式に発足させるための保健省令（案）が衛生・ヘルスプロモーション

局から草案され、官房に提出されている。（衛生・ヘルスプロモーション局長談） 
14 栄養関係の作業が増加したにつれ、母子保健センターとは違う建物に栄養センターが設置され、スタッフが当初 2 名から 7

名体制に拡張された（母子保健センターからスタッフの異動が数名栄養センターに異動した）。 
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を以下の表内に示した。 
 

表－９ 成果 3 の達成状況 

指標（PDM0-1 版） 
（2010 年 10 月） 

成果達成状況 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

3-1．中央、県、郡レベルの需給

ギャップと既存リソースに

基づく保健人材計画が策定

される 

 保健人材開発戦略が共有され、年間作業計画が策定さ

れ、モニタリングされている。一方、モニタリング

は成果のレベルではなく、活動実施の有無に留まっ

ている。 
3-2．保健人材計画に基づいたモ

ニタリングが実施される 
 HRH-TWG はセクターワイド指標を編成した。人材

の配置・定着に関する指標やその年間達成目標も含

まれる。 
 現在、HRH-TWG の中核人材で保健人材局のスタッフ

1 名が、公共医療施設レベルの人材配置についてモニ

タリングを実施している。 
3-3．保健人材作業部会から保健

省に対し保健人材配置・定

着に対する方策が提案され

る 

 2014/15 年度保健人材（公務員）の割りあてについて、

4,000 人分の増加を確保した。TWG は、バランスの

とれた配置、特に保健センターレベルの人材配置を

充実されるための方策について協議を続けている。 
 

成果３は、目標達成に向かって順調に進捗している。 
HRH-TWG がモニタリングの過程で同定された問題を効果的に解決できるようになるための、

一定の基礎が築かれていると言える。HRH-TWG は、保健人材開発戦略をもとに共同で作成し

た年間実施計画や SBA 養成計画を定期的にモニタリングしており、事業開始から現在までに 9
回の会合を持った。開発パートナーは共通の目的に向かいよりアラインメントを実施するよう

になり、浮上した問題の解決策に関する意見交換も実施している。 
（本 TWG で中核的な課題である）保健人材の開発・配置・定着の現状に関する情報収集へ

の努力も継続して行っており、開発パートナーによる技術的・財政的な支援も投入されている。

例として保健人材のデータベース開発、人材配置のマッピング作業、TCIS の再構築15などが挙

げられる。 
しかしながら、本 TWG は、保健人材開発戦略や SBA 養成計画の実施に際して、浮上した問

題を深く掘り下げて議論し、解決策を導くところにまでは、達していない。また、複数の参加

者（開発パートナー）によるさまざまな技術的投入に関して、関係者間でコンセンサスを得ら

れるようになることが課題である。 
上記に述べられた状況を踏まえ、今後取り組むべき仕事・課題として以下のような項目が考

えられる。 
 

1．HRH-TWG において、プロセス・アウトプット・アウトカム各レベルの指標を活用し、

人材開発・配置・定着状況のモニタリングを強化実施すること、またその際に同定され

た問題の解決やフォローアップの確実な実施（例：サブセクターの AOP の導入を通じて） 

                                                        
15TCIS の再構築は CD-SWC 2 による支援。 
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2．保健人材の適切な育成・配置・定着に向けて、HRH－TWG 内において、また他の TWG
との交流において、保健人材局、研修研究局、母子保健センターなど関係部局により継

続した協調努力が実施されること 
 

【成果 4】 計画財務技術作業部会が適切かつ効果的に運営され、内外の資金が効率的かつ

効果的に事業実施につながることにより保健財政戦略が実施されるよう年間計画策定並びに

財政管理能力が強化される。 
 
PDM 0-1 版で提案された成果 4 の指標に対し、現時点で入手可能な達成状況にかかるデータ

を以下の表内に示した。 
 

表－10 成果 4 の達成状況 

指標（PDM 0-1 版） 
（2010 年 10 月） 

成果達成状況 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

4-1．保健セクター共通計画/モニタ

リングツールが定期的に更新

される。 

 SCWMFは関係者らの意見を反映した形で複数の段

階を経て改訂された。 
 半期に 1 度、SCWMF が更新され、政策・実務レベ

ルセクター作業部会に報告されるようになった。 
4-2．保健セクター共通計画/モニタ

リングツールで投入の調整だ

けでなく、成果もモニタリン

グされる。 

 （効果をモニタリングするための）セクターワイド

指標が各サブセクター・プログラムについて選択さ

れたが、すべての指標がモニタリングされているわ

けではない。 
4-3．中央、県・郡でリソースの調

整に基づいた予算事業計画が

作成される。 

 1 つのサブセクター・プログラムである母子保健にお

いて、GIS を活用したリソースマップが作成された。

 SCWMFには保健省内外の資源配分についての提示

がまだない。 
4-4．作成された予算事業計画に基

づいてモニタリング・評価が

実施される。 

 MNCH-TWG、HRH-TWG、HP&F-TWG は年間作業

計画を策定し、その実施進捗をモニタリングしてい

る。 
 

成果４は、HP&F-TWG に対し①「保健財政戦略の実施を通じた年間計画作成」、及び②「内

外の資金の効率的・効果的な事業実施」への活用の 2 点における能力の強化をめざしている。

前者に関しては、目標達成に向かって進捗しているが、後者に関しては達成度合いは限定的で

ある。 
年間計画作成について、当初の想定では第 7 次保健開発 5 カ年計画を実施するための年間計

画を、利用可能な資源の情報に基づき、予算を含む計画として作成することであった。これに

ついては、母子保健統合パッケージ戦略計画（及び SBA 養成計画）のなかで部分的に達成さ

れているにすぎない。すなわち、MNCH-TWG 年間作業計画や SBA 養成計画のフォーマットに

は、各活動の予算額や潜在的もしくは割りあてられた資金源が明示される16。ただしこれらの

                                                        
16 このセクションでは HP&F-TWG に関連するものを記述するが、この結果は HP&F-TWG ではなく MNCH-TWG と HRH-TWG

の下で達成された。 
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ツールは重複の回避に多大な貢献をするものの、内外の資金を効果的に活動項目ごとに配分す

るという側面においてはいまだ不十分と言える。 
本事業の詳細計画策定調査時には、トランズアクション・コスト低減のために、（プールフ

ァンド等）何らかの財政支援の措置が保健セクターに導入されるという期待があった。したが

って、年間活動計画とともに年間財務計画を策定するための技量の向上、及び、「効果的・効

率的な内外の資金配分」にニーズがあるとされていた。しかしながら、そうした財務措置は現

在に至るまで方針が定まらず、また今後具体的に導入するという理解もない。財政的な情報（予

算と支出）は、いまだ HP&F-TWG 関係者の間であまり明確に提示されていない。さらに、TWG
で最終ドラフトが準備された保健財政戦略は、保健省で認証されていない。これらの要素が影

響して、財務的な側面においてキャパシティ・ディベロップメントが思うように進んでいなか

った。 
保健財政戦略（案）17に挙げられた実施項目のモニタリングについては、良い進捗が見られ

ている。本 TWG は、母子保健サービス無料化イニシアティブ18や、現存の 4 つの医療保険の統

合、貧困者対象医療保険のための基金19の実施管理など、省内でも重要な課題を実施モニタリ

ングする場として機能しており、参加者間で技術的な支援を引き出し共有している。本 TWG
では、保健財政という分野横断的なイシューを扱っているため、保健省内の異なる部局や開発

パートナーも多く参加しており、TWG 内で情報共有や調整がある程度実施されている。こう

した部局を超えた、また TWG を超えた調整は、本 TWG にとって大変重要であり、今後も複

数の母子保健サービス無料化ガイドラインの例のような重複を避けるため、よりこの側面が強

化される必要がある。 
また、DPIC-DIC のスタッフのキャパシティ・ディベロップメントに関しても改善が見られ

ている。計画・国際協力局のスタッフは、CD-SWC2 の短期専門家の支援を受けて SCWMF を

開発パートナーや他部局らのフィードバックを経て改訂することが出来た。また、SCWMF に

セクターワイド指標が編成されたことにより、アウトカムレベルのモニタリングが可能となっ

た。計画・国際協力局は、第 7 次保健開発 5 カ年計画の実施進捗を、SCWMF の書式を活用し

て政策・実務レベルセクター作業部会に対して報告ができるようになった。ただし、SCWMF
の書式に従って 5 カ年計画の実施進捗報告を要請される省内の各部局や開発パートナーを含む

TWG の間では、SCWMF に対して、計画・国際協力局がもつそれと同等のオーナーシップは見

られない。 
また、今後、アラインメントや計画の共同モニタリングを促進していくためには、サブセク

ターの戦略レベルにおいて、計画実施状況や、プロセス・アウトプットレベルでの進捗状況、

資金確保の状況などが把握できる計画・モニタリングツールが必要であると考えられる。 
上記に述べられた状況を踏まえ、今後取り組むべき仕事・課題として以下のような項目が考

えられる。 
 

                                                        
17 保健財政戦略は認証されていないものの、HP&F-TWG は、この案に基づいて年間作業計画を策定し、実施・モニタリング

している。 
18 ケアや分娩 5 へのケアを満児歳未無料化する試行的なイニシアティブ。世界銀行、ナムトゥンⅡダムの社会セクター還元基

金、Lux-Dev など複数のドナーの資金が活用されている。 
19（Health Equity Fund :HEF） 



 

－28－ 

1．（財政支援措置の導入がなかったことを踏まえ）財務管理に対する支援を再検討すること 
2．資源配分のさらなる改善のためにリソースギャップの明確化に焦点をあて、HP&F-TWG

において計画・国際協力局と財務局の連携を強化すること 
3．（サブセクター・プログラム実施モニタリングの際に浮上する）問題の同定と分析をさら

に強化し、問題解決とそのフォローアップに尽力すること 
4．計画・国際協力局のリーダーシップ及び調整能力のさらなる強化 
5．HP&F-TWG 年間作業計画（または各サブセクターの AOP）に保健セクター改革で挙げら

れた活動が統合され、パラレルでないプロセスでモニタリングがなされるよう尽力する

こと 
 

４－１－４ プロジェクト目標の達成状況 
 

【プロジェクト目標】 第 7 次保健開発 5 カ年計画とそのもとでのサブセクター・プログラ

ム戦略計画が、事業実施手続きの調和に基づき、計画的かつ効果的に実施される。 
 

PDM0-1 版で提案されたプロジェクト目標レベルの指標に対し、現時点で入手可能な達成状況

にかかるデータを以下の表内に示した。 
 

表－11 プロジェクト目標の達成状況 

指標（PDM 0-1 版） 
（2010 年 10 月） 

成果達成状況 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

1．いくつかの県・郡レベルへ調

整メカニズムが導入され、運

用される。 

 事務局によるオリエンテーションを受けた全 7 県にお

いて、統合された保健セクター実施計画が策定された

（7 県を対象とした質問票調査結果によるデータ） 
 上記 7 県の内 6 県において、開発パートナーの参加を

得たモニタリングが最低四半期に 1 度実施されている

 上記 7 県のうち 5 県において、少なくとも幾つかのド

ナー・NGO が統合実施計画に支援をアラインしたと

回答した 
 上記全 7 県において、すべての郡保健局において統合

実施計画が作成され、モニタリングを最低四半期に一

度実施していると回答した 
2．標準化された事業手続きが保

健省各部局、開発パートナー

に認識され、利用される。 

 計画・国際協力局は、母子新生児保健国連共同プログ

ラム20の財務報告フォームとナムトゥン第 2 ダム資金

へのフォームの統一を試行している 
 母子新生児保健国連共同プログラムでは、国連 4 機関〔国

連児童基金（United Nations Children's Fund：UNICEF）、
国連人口基金（United Nations population Fund：（UNFPA）、

WHO 、 国 連 世 界 食 糧 プ ロ グ ラ ム （ World Food 
Programme：WFP）〕が活動報告・財務報告/申請・作業

                                                        
20ラオス国母子新生児保健統合サービスパッケージ実施のための国連共同プログラム。Lux-Dev による資金で実施されている。 
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指標（PDM 0-1 版） 
（2010 年 10 月） 

成果達成状況 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

計画の各フォームを共通化することで合意した。 
 国際 NGO ネットワークは、政府職員に配給する日当

（Daily Subsistence：DSA）に関する合意文書を作成し、

日当の最高基準額標準化を推進している 
  韓 国 協 力 機 構 （ Korean International Cooperation 

Agency：KOICA）及びセーブザチルドレンファンドは、

県保健局への負担を低減させるため、ベースライン調

査の手法を共有した 
 ADB はプロジェクト管理ユニットを保健セクター内

では 1 つに集約した 
3．統一されたサブセクター・プ

ログラムの事業内容（計画・

実施内容）が保健省各部局、

開発パートナーに認識され

る。 

 政府政策・戦略・計画に基づいて、3 つの TWG の年間

作業計画が策定された。そのうち 2 つの年間作業計画

には、開発パートナーの支援内容が含まれている 
 SBA 養成計画は、保健省・開発パートナー双方による

資金源の割当も含んでいる 
4．統一されたサブセクター・プ

ログラムに沿って支援する

開発パートナーが増加する。 

 中央レベルで活動する殆どの開発パートナーは第 7 次

保健開発 5 カ年計画を単一政策枠組と理解し、一部の

サブセクター・プログラムのレベルで支援をアライン

させて来ている 
 HRH-TWG と MNCH-TWG の年間作業計画は、それぞ

れ 8、10 の開発パートナーによって支援されている 
 

現時点でプロジェクト目標の達成見込みを判断するのは時期尚早である。現行 PDM の指標

は、到達点もしくは目標値が明確ではなく、具体的にどのようなデータを以って測定すべきか

についてより定義を具体化する必要がある。例えば、指標 2 は具体的にどういった「事業手続

き」を指すのかが特定される必要があり、指標 3 及び 4 では、どの段階で単一の政策枠組が保

健省及び開発パートナーによって「認識された」もしくは「アラインされた」と判断すればよ

いのかが曖昧である。したがって、本表内の「成果達成状況」は、暫定的なもので、代替指標

データとして提案されるものである。 
一方で、プロジェクト目標のめざす「サブセクター・プログラム戦略計画が、アラインメン

トや事業実施手続きの調和に基づき計画的かつ効果的に実施される」方向性に向かって、一定

の成果は見られる。幾つかのサブセクター・プログラムにおいて、保健省と複数の開発パート

ナーが共通の年間作業計画に基づいて、ある程度調整やモニタリングを実施し、遭遇した問題

に対する解決策を求めてエビデンスや経験を共有する場が出来ている。しかしながら、現時点

において、セクター事業調整メカニズムはめざすような効果的な機能性が発揮されているとは

言えない。 
さらに、県と郡レベルにおける調整メカニズム導入に関しては、本調査団が実施した質問票

調査によれば、支援された 7 県においてセクター統合的な実施計画が作成21され、5 県において

                                                        
21 こうした計画立案やモニタリングプロセスの質については、今回は現場調査がなくきちんと確認できていないため、今後確

認が必要である。 
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その計画に開発パートナーがアラインし、6 県において共同で定期的にモニタリングされてい

る22。 
上記に述べた以外のアラインメントや手続きの調和化の側面について、複数の開発パートナ

ーによる手続きの調和化や報告フォーマット統合にかかる努力のあとが観察できる。しかしな

がら、これらの努力はいわば散発的であり全体的な共同行動という形ではなく、開発パートナ

ーが独自にビエンチャン宣言に対応した個々のイニシアティブであった（したがって、

CD-SWC2 によって意図的に促進されたものではない）。 
 

４－１－５ 上位目標の達成状況 
PDM 0-1 版で提案された上位目標レベルの指標に対し、現時点で入手可能な達成状況にかか

るデータを以下の表内に示した。 
 

表－12 上位目標の達成状況 

指標（PDM 0-1 版） 
（2010 年 10 月） 

成果達成状況 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

1．策定された単一政策・戦略に

基づくプログラムが開発パ

ートナーに共有される。 

 TWG の中で、サブセクターの政策・戦略（母子保健統

合パッケージ戦略計画, SBA 養成計画、保健人材開発

計画など）が、開発パートナー及び保健省によって共

同で策定・モニタリングされている23 
2．単一政策・戦略に基づくプロ

グラムに対する予算が確保

される。 

 保健セクターへの政府支出（自国財源）

の割合 
4.2％
（2011-2012）

3．単一政策・戦略に基づくプロ

グラムに対する開発パート

ナーからの支援が増加する。 

 開発パートナーの関連事業をリストアップしたもの

が、SCWMF の書式を活用して、単一政策枠組の幾つ

かのサブセクターごとにまとめられた（ただし、政策

枠組表や業務計画とは連動していない、別の書式によ

るもの） 
4．全県・郡で調整メカニズムが

導入され、運用される。 
 事務局によるオリエンテーションを受けた 7 県のうち

6 県が、 開発パートナー の参加の下、最低四半期に 1
度は統一実施計画をモニタリングしている 

 上記 7 県のうち 5 県において、少なくとも幾つかのド

ナーと NGO が支援を統一実施計画にアラインしてい

る 
5．事業調整によるコスト・時間

面での援助効率が向上する。 
 測定対象が明確でないため、データは得られなかった

 いまだ多くの 2 国間会合が TWG 等の会合以外に実施

されている 

                                                        
22 この観察は中間レビューチームによって作成された回答者記入式質問票の結果を見た結果出てきたもの。質問票の配布は事

務局によってオリエンテーションを受けた北部 3 県と JICA の母子保健統合サービス強化プロジェクトの対象である南部 4
県の 7 県に限定される［Phongsaly, Luang Namtha,Oudomxay, Salavan, Champasack, Sekong, Attapeu］。 

23 中間レビューチームが確認できた数よりは多いことも想定される〔水と衛生（WASH）作業グループなど〕。 
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指標（PDM 0-1 版） 
（2010 年 10 月） 

成果達成状況 
（2013 年 7 月 31 日現在） 

6．全県の医療機関へのアクセス

率が XX％以上に向上する。 
 DTP-HB-Hib324ワクチン接種を受けた

1 歳未満児の割合 
 産前健診を 4回以上受診した妊婦の割

合 
 訓練を受けた保健人材によって介助

された分娩の割合 
 帝王切開率 

77.8％
（2010-2011）
36.9％
（2010-2011）
37.0％
（2010-2011）
2％（n/a） 

7．全県の医療機関における必要

保健医療従事者の XX％が満

たされる。 

 SBA 最低 1 名を含む 5 名の保健人材が

常駐している保健セクターの割合 
14.7％
（2011-2012）

 
現行 PDM の指標は、到達点もしくは目標値が明確ではなく、またプロジェクト目標レベル

での成果が限定されている現時点において、プロジェクトの終了後数年で上位目標が達成され

るかどうかについて言及するのは難しい。指標は、具体的にどのようなデータを以って測定す

べきかについてより定義を具体化する必要がある25。 
ただし、現時点までに得られている CD-SWC2 の成果は、上位目標の方向性に向いていると

言うことができる。 
 
４－２ プロジェクトの実施プロセス 

４－２－１ 当初計画との整合性 
CD-SWC2 は、概して PDMver0-1 版の目標（プロジェクト目標、成果）及び活動に準じて活

動を展開し、実施中に浮上したニーズに合わせて適宜活動を調整・追加した。追加された活動

には、事務局を通じた新 TWG 立ち上げに際する技術支援、保健セクター改革の実施枠組の策

定にかかる技術支援（保健サービス提供及び病院管理26）などが挙げられる。 
新規に立ち上げられた TWG 支援のためになされた活動の改訂は、CD-SWC2 が事務局/コー

ディネーション・ユニットを通じて支援する形態を取ったことから、成果 1 の目標に貢献する

と考えることができるため、適切であった。保健セクター改革への支援については、この改革

の枠組策定をアラインメントと調和化を強化するための 1 過程であると見なし、CD-SWC2 が

支援を提供した経緯がある。確かに、援助努力の重複を避けるために（つまり、既存の保健セ

クター事業調整メカニズムとはパラレルなプロセスの中で保健セクター改革が企画され、モニ

タリングされるという状況を作らないために）、保健セクター改革がセクター事業調整メカニ

ズムの下で協議されるよう働きかけたことの重要性は認められる。こうした状況下で、この活

動の追加は妥当であったと考えられる。  

                                                        
24 ジフテリア‐百日咳‐破傷風ワクチン・B 型肝炎－インフルエンザＢ型ワクチン（Diphtheria-pertussis-tetanus vaccine, hepatitis 

B vaccine, haemophilus influenzae type B 3 vaccine） 
25 これら指標の中には（1 と 4）アウトプットやプロジェクト目標指標と酷似したものがあり、調整が必要である。その他の

指標（2、3、5、7）については、測定の対象や目標値が明確でないか、データ入手が非常に難しい。 
26CD-SWC 2 専門家は、WHO と Lux-Dev とともに、保健セクター改革の実施枠組策定に対する技術支援要請を保健省から直

接受けた。そこで、3 者間で優先部門を分担することとし、CD-SWC 2 は、保健サービス提供及び病院管理部門を担当する

こととなった。この決定は後の SWG（O）で共有・合意されている。 
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４－２－２ CD-SWC2 の実施運営体制 
個別のプロジェクト実施ユニットという形態を避けるために、保健省と JICA は CD-SWC2

のための合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）を設置せず、CD-SWC2 のモニ

タリング機能をセクター事業調整メカニズム内に統合することを決定した。R/D によれば、「セ

クター作業部会会合」が当該事業のモニタリング機能を備え、当該技術協力（CD-SWC2）の「効

果的かつ成功裏の実施」をめざすこととされている。しかしながら、CD-SWC2 の前半期にお

いて、セクター作業部会において CD-SWC2 のモニタリングは実施されなかった。ただし C/P
との間で、セクター事業調整メカニズムを維持・調整するために多くの協議が重ねられた。従

って、全体の活動が効果的なアラインメントと調和化に向かうことを確実にするためにこうし

た協議が役立ったと言える。 
CD-SWC2 下で実施された活動は、SCWMF を通じて保健省に半期報告がなされている。た

だし、このプロセスが CD-SWC2 の PDM 改訂に繋がったことはなかった。 
CD-SWC2 の評価については、R/D によれば JICA 及びラオス政府当局が、共同で中間レビュ

ー・終了時評価を実施することになっているが、個別のプロジェクトによるラオス政府側への

負担を軽減するため、中間レビューチーム（JICA 側）は、9 月 2 日に設定された事務局会合で

本調査の暫定結果を共有することで対応した。中間レビューチームは、この会合において、開

発パートナーを含む保健省関係者からコメントを得て報告書に反映させている。 
 

４－２－３ 活動の実施状況 
活動は遅延を経験することもあり、（特に会合の開催について）適時に実施できないことが

頻繁にあった。半期毎に実施が想定される政策レベルセクター作業部会と四半期毎の実務レベ

ルセクター作業部会の会合は、この 2 年 10 カ月間に 3 回ずつ（1 年に 1 度の頻度）で実施され

たに留まっている。TWG 部会によって毎月・隔月・四半期毎の実施が TOR により規定されて

いるが、実際は不定期で頻度も TOR の想定より低くなっている。会合期日の告知は、度々実

施直前に送付されていた（最近は 2 日前から数日前に改善している）。 
会合の頻度が低いことや不定期であることは、主に関連保健省職員の十分な参加確保が困難

であることや、議長との日程調整の難儀さに起因している。これは、イニシアティブや意欲の

欠如に起因するものではなく、実際にセクター事業調整の担当者として配置された C/P の職務

過重負担という状況が変化していないことが原因と見受けられる。さらに、過去 3 年間に浮上

した幾つかの優先的なイニシアティブが、この過重負担の現状を悪化させている（こうしたイ

ニシアティブには、母子保健サービスの無料化政策、保健セクター改革などが含まれる）。 
同時に、政策・実務レベルセクター作業部会や TWG の開催頻度が低い事態について、C/P

の過重負担の現状を踏まえれば、そもそも TOR の設定が野心的すぎたのではないかとの見方

もある。 
開発パートナーについても人材の不足の現状は変わらないが、これは CD-SWC2 の活動実施

を阻害する要因となった例は確認できなかった。CD-SWC2 は、引き続きロジ面や事務・管理

面で事務局をはじめとする C/P らを支援し、活動の進捗を促進している。 
 

４－２－４ 技術支援の方法 
CD-SWC2 は、セクター事業調整メカニズムを強化するにあたり、ラオス側の C/P のキャパ
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シティ・ディベロップメントに重点を置いているといった、特徴のあるアプローチを採ってい

る。したがって、CD-SWC2 の専門家は一貫して保健省による主体性を評価・尊重しており、

目指すべき到達点や期限などを与えていない。これは、こうしたアプローチがゆくゆくはセク

ター事業調整の自立的な実施に繋がって行くとの信念に帰依している。このアプローチは、保

健省の主体性やキャパシティ・ディベロップメントを置き去りにしないという点において、肝

要かつ妥当であると考えることができる。一方、このアプローチは、現時点において援助効果

の向上への近道とはなっていない。 
CD-SWC2 のもう 1 つの特徴は、“learning by doing”もしくは実務研修（OJT 形式の研修）と

言える。即ち、保健省のアラインメント・事業手続きの調和化にかかるキャパシティを強化す

るために、保健省 C/P と CD-SWC2 の専門家が一緒に TWG やセクター作業部会会合の運営を

してゆき、そして、セクター事業調整メカニズムの維持にかかる技術的な提言を適時に提供す

る、という技術支援の形態を取っている。このために、CD-SWC2 は母子保健（兼チーフアド

バイザー）、組織強化（兼業務調整）、保健システム強化の 3 分野において長期専門家を配置し

ており、長期専門家らは、保健省の C/P がセクター事業調整関連の会合を運営するにあたり、

事務局/コーディネーション・ユニットや 3 つの TWG に対して管理・運営面、技術面での継続

した支援を提供している。また、CD-SWC2 が常勤の専門家を配置したことで、C/P だけでなく

その他関係者らを継続的に調整や統合に仕向けていく役割を果たし、その場その場におけるア

ラインメントと調和化にかかる的確な投入が可能となったことは、大変有利な点であった。 
CD-SWC2 による技術支援でもう 1 点の特徴として、技術支援の内容が複層的であることが

指摘できる。セクター事業調整面での能力強化に加えて、保健省が政策実施、ガイドライン策

定、種々の教材・印刷物作成などの業務を遂行するにあたり、様々な技術的助言や投入が必要

となるが、CD-SWC2 は特に母子新生児保健のサブセクターにおいて、そういった技術支援・

投入を適宜提供する役割をも担っている。 
 

４－２－５ 保健省によるセクター事業調整にかかるオーナーシップ 
保健省によるセクター事業調整メカニズムやビエンチャン宣言の行動計画にかかるオーナ

ーシップは依然高い。これは、CD-SWC がフェーズ 1 の時からラオス側の主体性を一貫して重

視したことも影響していると考えられる。また、ラウンドテーブルのメカニズムを通じて、計

画投資省側がセクター事業調整を強力に推進していることにも後押しされている。 
同時に、政策・計画・ガイドライン作成に対する保健省独自のプロセスにかかるオーナーシ

ップも高い。保健省は開発パートナーによる技術的投入の価値を認め参照すると同時に、時折、

保健省独自の計画やガイドライン作りのプロセスを TWG のそれと並行して運営することがあ

る。この一例として、母子保健サービス無料化政策の実施ガイドラインが挙げられる。保健省

内において、限られた職員が複数の職務を掛け持ちして過重負担が生じでいる現状を踏まえ、

このパラレルな過程は、多くの開発パートナーによって努力の重複と見なされている。 
 
４－３ 評価 5 項目による評価 

４－３－１ 妥当性 
次の点から、CD-SWC2 のプロジェクト目標と上位目標の妥当性は、依然高いと考えられる。 

1．ラオスの第 7 次保健開発 5 カ年計画（2010～2015）は、アラインメントの対象となる
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単一の政策枠組であるとして、保健省によって開発パートナーと共有がなされた。同

計画の「3.6 行政・計画・財務プログラム27」の中で、「省内において、また省庁間に

おいて、そして県・郡・村、すべてのパートナーが、ビエンチャン宣言に準じセクタ

ー事業調整メカニズムを通じて、調整の強化を行うこと」が記述されている。 
2．また、保健セクター支出における海外援助額は全体の 53％（2010 年）を占めており、

援助協調による事業の効率化は極めて重要な課題であり、本調査団がヒアリングを行

った事業実施関係者からもその必要性が確認されている。 
3．日本政府の「対ラオス国援助実施方針（2012 年 4 月）」においても、保健セクターへの

支援は 4 つの支援重点分野の 1 つであり、さらに日本国大使は継続して、政策レベル

保健セクター作業部会の共同議長を務めている。 
 

４－３－２ 有効性 
現時点において、有効性は限定されている。 
これは、各成果の達成度合いが限定されているためであるが、元々標榜した到達点が高すぎ

たまたは適切でなかったことや、各 TWG の機能がそうした高い到達点に向かって思うように

強化されていないことに起因している。 
CD-SWC2 により、TWG において開発パートナーと保健省が共同で計画策定プロセスを経た

ことや、共同でモニタリングをした経験を通じて、プロジェクト目標の達成に必要なプログラ

ムアプローチ的な考え方やアラインメントにかかる基盤は形成されつつある。程度の差はあれ

各 TWG において各機関の支援分野が周知され、課題に関する解決策等が提案されるようにな

っている。保健省及び開発パートナーは、資源の配分状況など援助の重複を避けるために重要

な情報を、TWG を通じて得ている。人材レベルのキャパシティ・ディベロップメントについ

ても、専門家との協働（OJT）が可能であった限りにおいて一定の学習があったことが観察さ

れた。県と郡に関しての成果も有る程度得られている28。したがって、プロジェクト目標に向

かう方向性は間違っていない。 
「４－１－３ 成果の達成状況」の項目で述べたとおり、アラインメントと手続きの調和化

に向けた進展は一部に限定されていた。つまり、セクター事業調整メカニズムの個々の構成要

素（SWG や TWG）は、サブセクター・プログラム実施モニタリングの過程で同定された問題

解決のための効果的なフォーラムとして機能するに足りていない。2015 年までのプロジェクト

目標の達成をめざすためには、さらにポイントを絞ったアラインメント及び手続きの調和化へ

の努力が必要となる。機能性の改善がなされない場合、関係者の調整メカニズムへの信頼、特

に TWG への信頼が低下するリスクがある。セクター事業調整の有効性は、その個々の構成要

素（TWG や事務局会合など）の機能性と生産性の改善にかかっている。そのために、1）メカ

ニズムの合理化と機能性改善のための調整、2）アラインメント及び手続きの調和化に適切な

ツールの提供、3）メカニズムを運営する人員の更なる強化が重要となる。 
 

                                                        
27 “3.6  Program of Administration, Planning and Financing” 
28 ただし、これは南部 4 県で実施されている統合母子保健サービス強化プロジェクト（2010～2015 年）による技術的投入に負

うところが大きいと考えられる。北部 3 県で実施されているプロジェクトについても、県レベルのセクター事業調整に対

して、他開発パートナーの支援が提供された。 
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４－３－３ 効率性 
現時点では、効率性は中程度といえ、今後改善が期待される。 
日本側からの投入に関しては、セクター事業調整に限定されず保健政策実施に関する特定分

野の技術的な助言も含まれ、その他事務機器等の機材提供、在外事業強化費等がほぼ計画どお

り提供され、また効果を出すために適切に適時に提供されたと見なされている。ラオス側から

の投入は、専門家の執務室の提供と、カウンターパートの配置であったが、後者について人員

の配置は適切にされたものの、セクター調整事業に配分された時間は、一定の効果を確保する

ために十分とは言えなかった。 
本事業の人材開発では、実務を通じた能力強化（OJT）の方式を採っているため、この時間

確保の不足が、成果達成が限定的であったことに直接影響している。他方、少ない人材が多数

の業務を抱えている保健省の現状が変化する可能性は低く、限られた時間をより有効に使うこ

とや業務効率の改善・スリム化などの対応が必要とされる。 
 

４－３－４ インパクト 
プロジェクト目標達成の可否が不明確な現時点において、上位目標の達成見込みを判断する

のは難しいが、上位目標に貢献しうる基礎は築かれているといえる。 
本事業は、フェーズ 1 を経てフェーズ 2 の中間期に至るまでの間に、第 7 次保健開発 5 カ年

計画の下で実施されるサブセクターのプログラムに対し、関係者が支援をアラインさせ、共同

でモニタリングさせるように導くメカニズムを創出・維持してきた。現在、共通プログラムへ

の調整とアラインメントが行われているものの、その機能性は想定と比較して限定されている

実情がある。 
想定していなかった展開として、TWG が増設29されたことがあるが、これは現時点では正の

波及効果とも、負の影響を与えうる要素とも解釈することが可能である。ポジティブな側面で

は、TWG が保健省や開発パートナーによって有用なものであると認識されたことが指摘でき

る。他方で、保健省内の人材が極めて限定されている中で、増設された TWG の実用性や TWG
間・部局間・マルチセクター間の調整全般に与える影響等が厳密に検討されなければ、これが

メカニズム自体の弱点もしくはリスクともなり得る。 
また、上位目標の達成に必要な外部条件として、「開発パートナーがセクターワイドプログ

ラムを継続的に支持する」が挙げられているが、これについて、現時点では開発パートナーは

この調整メカニズムへの参加・参画に機会コスト以上の価値を見出しているようであるが、機

能性への批評も多く聞かれるため、「調整疲労－coordination fatigue30」を起こさないよう、より

効果的な調整プロセスを創出する必要性がある。 
 

４－３－５ 持続性 
調整メカニズムやこの事業効果の持続性を判断するのは時期尚早であるが、持続性に影響を

与えうる以下の要素が、中間レビュー調査団によって観察された。 

                                                        
29 新たに省令にて新設された衛生・予防・ヘルスプロモーション TWG、ヘルスケア TWG、食品・医薬品 TWG の他に、正式

化が検討されている栄養作業グループや感染症 TWG などがある。 
30 中間レビューチームによるインタビューによれば、一部の 開発パートナー は既存のスタッフ数では多くの会合に対応できな

くなっている現状を訴え、また調整メカニズムの機能性・生産性について疑問を持つパートナーも存在した。 
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【政策面】 
1．2006 年にラオス政府と複数の国・援助機関の間で署名された援助効果向上に係るビエ

ンチャン宣言とその行動計画に対する継続したコミットメントが観察されること。 
【制度・組織面】 

2．ラオス政府と開発パートナー間の公式な協議の場であるラウンドテーブル・プロセス

によって付与された明確な役割と責任に裏付けられ、保健セクター作業部会は省内に

根付いており、セクター事業調整メカニズムの構造は省令等により正式に定められて

いること。 
3．DPIC-DIC にスタッフが増員され、セクター作業部会の準備過程においても保健省側の

オーナーシップが向上しており、保健省側のみで担当できる作業項目も増えてきてい

ること。 
4．保健省内において、アラインメント・調和化の強化及び開発パートナーとの協働に関

心が高まっていること。（例：新たな TWG が保健省側のイニシアティブで設置された

こと、計画・国際協力局のスタッフが増員されたこと、計画・国際協力局が開発パー

トナーの報告書式の統一などの面でイニシアティブを取り始めたこと） 
【人的資源面】 

5．実務を通じた訓練により、DPIC や TWG からセクター事業調整を担う人材が育成され

てきていること。（ただし人数的には限定的である） 
【財政面】 

6．政府全体予算の中の保健セクターの割合は 2009/10 年度の 3.0％から 2010/11、 2011/12
年度の 4.2％に増加している。また、国会は、2012 年の保健支出を全政府支出の 9％（但

し ODA 含む）に増加させることを承認した。さらに、ナムトゥンⅡ水力発電所の貧困

削減還元資金が 2010 年以降、保健セクターに廻り始めたことなどの例に見られるよう

に、今後、政府側保健予算の増加が期待できること。 
7．TWG など頻度の高い会議の会議費は、低く抑えられており、また保健セクター作業部

会など参加者の多い会議の費用にはコストシェアの協力が他開発パートナーから得ら

れていること。 
 

上記に加え、最近になって、マルチセクター調整強化への需要、もしくは首相府側からの

MDGs 関連のイニシアティブ31が強まり、こういったイニシアティブには通常とは異なる報告

ラインが要求されることから、それが既存の内部の報告ラインの統合性に与える影響について

懸念が浮上している。このセクター調整にかかる新たな局面による影響は、過去の部局間調整

やコミュニケーションで得られた成果が後退しないよう、省内での適切な対応が要求される。 
 
４－４ プロジェクトに対する貢献要因・阻害要因 

４－４－１ 貢献要因 
以下の要素は、程度の差はあるが、活動の進捗や効果の発現に貢献した。 

1．MDGs 達成にかかるラオス政府のコミットメントが高いこと。 

                                                        
31 母子保健サービスの無料化や、栄養と食料安全保障、保健セクター改革など 
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2．ラウンドテーブル・プロセスが保健のセクター作業部会に対し、MDGs 達成や援助効

果の向上をめざした計画・戦略・プログラムのレビューやその報告を要求しているこ

とが、セクター事業調整メカニズム継続への追い風となっていること。 
3．保健省各部局による TWG 参加・参画へのコミットメントの高さ。 
4．開発パートナーによる TWG 参加への継続した関心とメカニズムを通じた技術的な投

入・支援を提供することへの意欲。 
 

４－４－２ 阻害要因 
以下の要素は、程度の差はあるが、活動の進捗や効果の発現に関して問題を惹起した。 

1．TWG 間、部局間の調整が不十分であったことが原因で、母子保健無料化政策の試行介

入に対して 3 種のガイドラインが作成され、印刷された。 
2．2012 年 10 月の保健省の組織再編で対外支援事業の所掌部署が不明確となっていること。 
3．特に保健分野の開発パートナー間で、援助効果向上のためのアラインメントと調和化

をどのように改善するかのオープンな協議がないこと。 
4．TWG において、特定のイシューにかかるコンセンサス作りが難しいこと。 
5．保健省のスタッフがセクター事業調整のために確保できる時間が少ないこと。 

 
４－５ 結論 

上述の調査結果を踏まえて、中間レビュー調査団としては、一部の活動には遅れている部分が

あるものの、概して本事業は確実にプロジェクト目標及び上位目標の方向に向かって進捗してい

ると結論付けた。 
本事業は、フェーズ 1 を経てフェーズ 2 の中間期に至るまでの間に、第 7 次保健開発 5 カ年計

画の下で実施されるサブセクターのプログラムに対し、関係者が支援をアラインさせ、共同でモ

ニタリングさせるように導くメカニズムを創出してきた。現在、一部サブセクターの TWG の中

で、共通プログラムへのアラインメントと調整が行われており、活動実施計画の策定・モニタリ

ングが共同で実施され、問題への解決をめざしたエビデンスや経験、技術的知見などが共有され

ている。 
今後 2 年間は、保健省及び CD-SWC2 は調整メカニズムの機能性を改善するため一層の努力を

行う必要があり、特に PLAN・DO・SEE サイクルの強化が大切である。その過程において、今後

セクター事業調整を担う人材の育成を怠らぬことが将来の持続性担保の鍵となる。 
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第５章 提言及び教訓 
 
５－１ 提言 

５－１－１ 本事業の方向性に関する提言 
（1）中央レベルへのフォーカス 

本調査を通じて、中央レベル、特に、セクター事業調整メカニズムの機能やその有効性・

効率性に関して、依然として課題が残されていることが明らかになった。それ故、残され

た協力期間においては、中央レベルに対する支援を本事業の最優先事項とすべきである。

加えて、県レベルへの事業調整メカニズムの導入に係るラオス政府の政策に関しても、本

事業では前述の方針にかんがみ、保健省担当部署が県レベルのための制度的基盤や実践的

なツールを開発することに対して支援を行う等、中央レベルでの取り組みに焦点をあてる

べきである。 
 

（2）3 つの TWG へのフォーカス 
本事業は主に、事業開始前から存在していた 3 つの TWG、すなわち、①MNCH-TWG、

②HRH-TWG、③HP&F-TWG を強化している。他方、本事業の開始後、保健省のイニシア

ティブの下で新たに 3 つの TWG（衛生・予防・ヘルスプロモーション TWG、ヘルスケア

TWG、食品・医薬品 TWG）が設置された。こうした保健省のオーナーシップを尊重すべ

く、本事業では引き続き、これまでと同じ 3 つの TWG に焦点をあてることとし、新たに

設置された 3 つの TWG に対しては、必要に応じて、事務局／コーディネーション・ユニ

ットを通して助言を行う程度とする。これは、ひいては事務局／コーディネーション・ユ

ニットの能力開発にも貢献するものである。 
 

（3）計画策定（Planning）へのフォーカス 
効果的な事業調整のための制度的基盤として、残された協力期間において Planning に関

する事項はより重要性を増すことから、計画・国際協力局計画課の更なる関与が不可欠と

なる。それ故、本事業は同計画課と一層協働すべきであり、また、保健省も本事業が計画

課と密に業務に取り組むよう、促すべきである。 
他方、これまでセクター事業調整メカニズムの下で財政枠組みは作られておらず、残さ

れた協力期間においても資金管理を見越した活動はほとんど予定されていない。この理由

から、本事業は主に、成果 4 の中で Planning に関する事項に焦点をあてるべきであり、そ

のため Planning に関する能力を更に強化することする。 
 

（4）Planning の観点での調和化 
本事業は、保健省各部局と開発パートナーとの間で調和化を進めることを目的としてい

る。調和化は非常に幅広い事項であることから、本事業では、保健省と開発パートナーと

の間で使用・共有され得る共同 Planning のための手順やツールの開発を通じて、Planning
の観点における調和化に焦点をあてるべきである。 
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（5）保健セクター改革（HSR）に対する必要な支援 
HSR の策定は、本事業の開始後に浮上した事象である。支援のチャンネルが並行して存

在すると非効率であるため、本事業は、本事業の枠組みの中で必要に応じて、3 つの TWG
を通じて HSR を支援することとする。 

 
５－１－２ 取られるべき措置に関する提言 
（1）C/P の配置 

保健省内の再編及び人事異動により、2012 年 3 月から Co-Project Manager のポストが空

席となっている。本事業の円滑な実施を確保するためにも、新たな Co-Project Manager が
遅滞なく配置されなければならない。 

 
（2）セクター事業調整メカニズムの再調整 

メカニズムの有効性・効率性を高めるために、以下の点について検討すべきである。 
・ より良い事業調整及び情報共有のために、事務局や TWG における重要な決定事項

は速やかに SWG（政策レベル）の議長に報告されること。 
・ TWG 間における関連事項についての事業調整及び意思疎通が体系的に高められる

こと。 
・ 事務局機能を効率的に機能させるべく、その職務及び規模（人員数）の効率化を図

ること。 
・ フォローアップが必要な事項やその施行状況を系統的に確認することで、会議の生

産性を改善すること。 
・ TWG が効果的に機能することを支援すべく、（現行の SWG（政策レベル）の共同

議長以外に）開発パートナーの更なるコミットメントを検討すること。 
 

（3）HSR との効果的な連携 
HSR の Strategic Planning Matrix と他の関連する計画との統合 
HSR の一部を構成する Strategic Planning Matrix は、保健省が取り組まなければならない

重要事項について明言している。しかしながら、他の既存の計画で明記されているいくつ

かの重要な事項が、この Strategic Planning Matrix では言及されていないため、Strategic 
Planning Matrix がこれら関連する計画の代替にはなり得ない。HSR の Strategic Planning 
Matrix と他の関連する計画は、どちらか一方という関係性ではなく、お互いに補完し合う

ものである。それ故、保健省が取り組まなければならない事項の全体像を描くために、HSR
とこれら計画の統合が必要と言える。単一の政策枠組みの堅持することは、より良い事業

調整のために不可欠である。 
HSR のための事業調整メカニズム 
HSR のモニタリングは、効率的な手段で実施されることが重要である。この点に関し、

保健省の中で HSR のための新たな調整メカニズムを構築するよりはむしろ、セクター事

業調整メカニズムが HSR のモニタリング及び調整のためのメカニズムとしての役割を果

たすべきである。 
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（4）効果的なモニタリングに向けて 
効果的な事業調整メカニズムを保有するためには、効果的なモニタリングツールを保有

する必要がある。現在の SCWMF は、サブセクターのプログラムの進捗を質的にモニタリ

ングしているが、取られるべき効果的な措置を検討・策定するためには、より量的な分析

が期待される。包括的かつ量的な視点で進捗を把握するために、現在の TWG の AWP は、

ADB が導入している Result Based Planning のように、Output/Outcome 重視型のプログラム

毎の AOP に取って代わられるべきである。さらに、これらの AOP は、保健省のサイクル

を尊重しつつ、予算・財政に関する必要な情報と共に、保健省と開発パートナーによって

協働で策定・モニタリングされるべきである。SCWMF と AOP の両方を用いることで、質

的・量的両方の側面から、進捗をモニタリングすることが可能となる。 
 

（5）PDM の改訂 
中間レビューの提言に基づき、PDM は適宜改訂されるべきである。 

 
５－２ 教訓 

事業の進捗にかんがみ、教訓を導き出すには時期尚早と判断されるため、中間レビュー時点で

は特になし。 
 



付 属 資 料 

 

１．中間レビューミニッツ（M/M） 
 
２．保険セクター事業調整メカニズムの構造 

 
３．プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM0-1版）（和文及び英文） 
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